
住まいの風土性 と持続性を恢復するために

都市設計は如何にあるべきか

都市居住の急増が惹起す る都市設計的問題に関す る

日仏比較か らの考察 一

鳥海 基樹

0.問 題意識

我国では、地価の下落、銀行の不良債権処理の加速、製造業の海外移転による都市部で

の大規模;跡地 の発生、行政団体 ・公共機 関 ・民間企業等の遊休地の放出等の理由か ら、大

都市や地方中心都市を中心に都市居住のための集合住宅建設が急速に進んでいる。

都市部での住宅供給 自体は、政治 ・経済的にもそれ を希望 しつつも実現できなかった潜

在住民の機会費用 を回復 し、社会厚生基準の増大に寄与 しているわけだ し、都市計画的に

見てもコンパク ト・シティへ移行 してゆ くために歓迎すべ き動 向と言 える1。 また、 とり

わけ地方都 市に於いて問題化 してい る中心市街地 の空洞化に対す る根本的解決策で もあ

る。

そのため、政府 ・国土交通省 は、2006年5,月24日 に改正都市計画法を成立 させた。本法は、

さらに中心市街地活性化法 と同時に提案 された経緯か らも理解 され る様 に、都市郊外部 の

大規模小売店舗 の増殖を抑制 し、中心市街地の商店街 を再生す ることで人々を街なかに惹

き付け、将来的にはコンパク ト・シティ化を達成す ることを目的のひ とつ としている。

しか し、最終的に策定された法案か らは決定的に欠落 して しまった政策がある。最終消

費者確保 としての住宅政策がそれ だ。 いわゆる 「シャッター商店街」問題 に見る様 に、中

1と は い え、 そ も そ も 、マ ン シ ョン 建 設 は営 利 事 業 で あ り、 市 場 原 理 に反 して 不 当 に 安 価 な 物 件 が 供 給

され る は ず が な い か ら、供 給 の 増加 が 価 格 の低 下 を もた らす と考 え る の は 甘 い(戸 辺 文 博 「人 口減 少 社

会 にお け る都 市 ・住 宅地 の あ り方 と専 門家 の役 割一経済 べ 一 ス か ら地 域 ベ ー ス へ の発 想 転 換 を基 調 に」 『都

市 計 画 と ま ち づ く り一高 見 澤 邦 郎 先 生 退任 記 念 論 文集 』 非 売 品 、2006年7,月 、pp.95-112、p.97)。 事 実 、

2005年 の 首 都 圏 全 体 の 平 均 分 譲 単 価 は545,000円/㎡ と前 年 の555,000円/㎡ を0.9%下 回 っ た が 、 都 内

23区 は!7区 、横 浜 市 は18区 中11区 、川 崎 市 は全7区 で上 昇 して い る(長 谷 工 総合 研 究 所:「2005年 マ

ン シ ョン 市場 の総 括 と2006年 の見 通 し」(http://www.haseko.co.jp/hc/cri/index.html)、2006年1 ,月24日)。
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心市街地で凋落が著 しいのは小規模小売店舗 であ り、それ らは近隣に居住す る住民が あっ

て初 めて成立す るものである。従って、住宅政策なしに中心市街地の活性化はあ り得 ない

のに、今次 の改正都市計画法や中心市街地活性化法にはそれが事実上盛 り込まれなかった。

「事実上」 と書いたのは、確かに国土交通省 の中心市街地活性化支援措置 として、中心市

街地共同住宅供給事業が創設 された り、街 なか居住再生ファン ドが拡充 されたためである。

しか し、本年度べ一スで前者52億 円、後者は25億 円(因 みに前年度 と同額)と 、至 って

微温的な施策に過ぎない。また、街なかの優良住宅供給に関するい くつかの優遇税制 も創

設 されたが、 これもまた中途半端 な印象 を拭 えない。 さらに、2006年6月8日 に制定 さ

れた住生活基本法 も、2005年 末 から問題化 した耐震偽装問題 に引きず られ 、中心市街地

の活性化に関 しては、上記の施策 を外在的に布置す るに過ぎない内容 となった。

もちろん、これ ら 「まちづ くり2法 」の成立は大きな前進だが、まだまだ未完成 と言わ

ざるを得ないのである。

では、都 市部での住宅供給が進 めば良いのか と言えば、今 日進む都市部のマンシ ョン建

設ラッシュは、以下の第1章 で明 らかにする様に諸手を挙げて賛成できるもの とはなって

いない。それ は、市場原理 に基づ くため量的には社会構成規準の増大に寄与 している。 し

か し、市場の失敗が見 られ政策介入が必要 とされ る風土性や持続性 といった質的条件の担

保がな されていない。不動産プロモータは短期的利益を追求す ることが仕事であり、長期

的視点を持て とい う方が無理である。そこで公的主体こそが持続的開発の視点で成長管理

をすべきなのに、それがな されていない。

ここで肝要なのは、蓑原敬が主張す る様に、 もはや大文字の都市計画 は存在せず、都市

の規制 ・誘導は 「住まい街づ くり」 とい う複合的体系 となってゆくべきあるとい う点では

ないか2。 これまで、第3次 産業のための 「働 く」 「動 く」機能の向上にばか り振 り回 さ

れてきた都市政策が、 「住む」 「楽 しむ」機能を混合 したものに移行 してゆかなければ、何

より政府 は都市部の有権者の支持 を失 うであろ う。であれば、ここでも都市居住 の問題は

不可避 となる3。

本論 では、我国の都市居住の急増が惹起す る問題 を明 らかに し(第1章)、 その内わた

くしの専攻 である都市設計的課題 と言 える景観 問題(第2章)と 都市建築の未確立問題(第

3章)に 関 し、フランスで戦後か ら今 日にまで執 られてきた都市計画を引き合いに出しつ

つ論 じる。そ して最後 に、拙論 によ り導出 された結論を基に、「日本 の住まいにお ける風

土性 と持続性」の視座 に立脚 したい くつかの政策提言 を行 うこととした(第4章)。

2例 えば 、蓑原 敬 『成 熟 のた めの都 市再 生一人 口減少 時代 の街 づ く り』京 都:学 芸 出版社 、2003年 、

pp.41-810

3た だ し、わた くしは2005年9月 の衆議院議員選挙に関 し、都市部での 自民党の躍進が、有権者が小泉

政権の都 市再生政策 を支持 した結果だ とは考 えな い、言 うまで もな く、その争点 は郵 政民営化 であ り、

各党のマニ フェス トを見て も都市政策の優先度 は低い と言わ ざるを得ない。
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1.日 本の都市居住の進行が惹起する都市計画的問題群

我国に於いて、 とりわけバブル崩壊後 の、いわゆる 「失われ た10年 」の間に惹起 され

た都市居住を巡 る問題 に関 し、都市計画的視点から強 く看取できるものを、順不同で列挙

すれば、以下の様になろ う:

①低中層住宅地内やその近辺での開発の場合、高層 ・超高層建物のスケールが周囲の尺度と大きく

異なり、しばしば既存住民と建設業者 との問で景観紛争や 日照紛争が惹起されている点;

②仮に尺度に節度があっても、ニュー ・タウンで使用される建物類型の物件が殆どで、街並み形成

に資することがなく、かつ連続する開発が次々直前の開発のメリットを奪 う、いわゆるドミノ ・

マンション現象が後を絶たない点。また、いわゆる地下室マンション等、規制緩和を悪用した、

街並み形成に逆行する事例が後を絶たない点;

③建設が進むのは大規模跡地等、民間業者がより少ないリスクで開発が進められる場所に限定され、

木造建物密集地域等で権利調整費用の大きさから住環境の改善が進まない点には変化が見られな

い点;

④建設後のコミュニティ形成を勘案しない大規模開発やワン・ルーム・マンション偏向開発等が多く、

治安確保や災害発生時の共助の成立条件である地域共同体の構築が困難と思われる物件が多数あ

る点;

⑤建設速度に行政が対応できず、小学校不足等から総量規制に乗 り出す自治体が出現する等、かつ

て行政がスプロール市街地対策に振 り回された状況、垂直なスプロールが発生している点。そして、

特に問題視され易い要綱行政が繰り返されている点;

⑥マンション建て替え円滑法により容易になったとはいえ、共同所有不動産の更新は依然として困

難で、今 日建設される物件の大半がそうである大規模建物は、将来的な紛争を孕んだものとも言

える点;

⑦一方で、ニュー ・タウンでは空き家が大量発生し、莫大な公費が投資された多くの都市ストック

が水泡に帰すのを待つばかりとなっている点。

本稿では、わた くしの専攻である都市設計の視点か ら、上記① と②の問題 を考察 してゆ

く。 とりわ け、わた くしの専門柄、①に多 くの紙幅 を割きたい。

2.① 都市居住を巡る景観問題

2-0.そ の主 因 二高 度=

2004年6 ,月に景観法が制定 され、2005年6月 からは全面施行 されているが、本法制定を

大 きく後押 ししたのが、2002年12,月18日 の国立マ ンシ ョン紛争に関する東京地方裁判所

の判決であった と言われている。即ち、 ドイツのゲ ッチンゲンをモデル とした広幅員の大
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学通 りの並木の高 さ(約20m)を 越えたことに対 し、周辺住民が開発業者である明和地所

を訴え、大学通 りに面する棟の20m以 上の部分の撤去を認めさせた判決である4[図1]。

図1並 木 の高 さを大 きく超過 したことで紛争 とな って

いる国立市大学通 り沿 いの明和地所 のマンション

表1既 存 住宅地類型(縦 軸)vs新 規建 設物類型(横 軸)

か ら見 た景観紛争勃発の蓋然性

景観紛争II低 層建物1中 層建物1高 層建物

低層住宅地 なし 大抵なし 大抵あ り

中層住宅地 なし なし 大抵なし

高層住宅地 なし なし なし

(概ね、低層 は10m未 満、中層 は10m以 上20m未 満、高層 は

20m以 上 でイ メージ した)

この様に、都市居住を巡 る景観問題 が、

それまで地方 自治体の要綱や条例 に任 さ

れてきた景観行政を、一躍国政の課題 と

している。 これまでも国が景観 問題解決

に乗 り出す ことが唱 えられてきたが、安

定 ・良好 な高級住宅地 と考えられてきた

都市部での紛争が、政府 ・国土交通省に

決断を迫 った形 となったのである。

ただ、国立問題は全 国的な話題である

だけで、都市部でマンシ ョン建設を巡 る

景観紛争の事例には事欠かない。東京に

限ってみても、町屋による花柳界 ・料亭

街で歴史的風情の残る神楽坂界隈直近に

建設 された高層マ ンシ ョンの高度に関 し

て住民その他が異議を唱えて裁判沙汰に

なった し(原 告敗訴)、 旧東京都立大学

跡地では、中層建物中心であった大学の

跡地に巨大マンシ ョンが建設 された ことに周囲の低 中層住宅地の住 民が反発 し、裁判 に

なってい る5。 或いは、月島の様に、当初は反発があったものの、な し崩 し的に高層マン

ションが建設 され、伝統的な町屋 との軋轢 を圧倒 して しま う事例 もある。

ともあれ、上記訴訟訴状や反対派住民組織のウェ ッブ・サイ ト等 を見て も明 らかな様に、

景観紛争 の主因は高度である。 これは、1999年 に旧建設省 が実施 した調査でも以下の様

に指摘 されている6:

「『景観』問題で社会問題化する多くのケースは実はボリュームや高さの問題であるケースが非常

に多いが、事業者 としては表面的な細かい意匠は協調の余地があっても、容積に関する事項は事業

計画の根幹にかかわるので妥協の余地がないケースが多い。」

4た だ し、本件 訴訟 は原告 ・被 告共 に控 訴 し、2004年10月27日 に東京 高等裁判 所 が原 告側 逆転敗訴

の判決が 出 されて い る。 これ に対 し、原 告側が上告 したが、2006年3 ,月30目 に最高裁 はそれ を棄却 し

原 告が敗 訴 した。 地裁判決 に関 して は後掲 参考文献の淡路論 文を、高裁判決 に関 しては同 じく福井論文

を、最 高裁判決 に関 して は、丸 山絵美子 「景観利益 の侵害 を理 由とす る不法行為 の成否 」『法学セ ミナ ー』

2006年7,月 、No.619、p.117、 を参照の こと。

52005年11月28日 に東京地裁 で解体 工事に伴 う振動騒音被害 の一部認容 を除き、景観破壊 に関 しては

原告敗訴 の判決が出 されてい る。

6阿 部泰 隆 「景観条例 の強化一特 に許 可制 の導入 について」『自治実務セ ミナー』Vo1.41-No.9、2002年9

月、pp.4-10、p.5、 よ り孫 引き。
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ただ、高層 ・超高層マンションが建設 されると、常に周 囲との軋轢が起 きるわけではな

い。景観紛争 は、周辺住宅地 との尺度の齟齬が既存住民の意識 を過度に刺激 した場合 に惹

起 される。であれば、その閾値 を知ってお くことは、今後 の紛争の未然防止のために役立

っに違いない。詳細な定量的調査 は今後 の課題 としつつ、大まかな傾向を示す と次表の様

だ と言えないだろ うか:

ともあれ、都心に於いて さえ低層住宅地が存在する我 国に於いては、紛争が頻発する。

2-1.景 観紛 争 を巡 る対応=

さて、上記の様な構図の下に勃発 した景観紛争に対 し、関係す る主体が様々な反応 を見

せ る。それ らを、おおまかに整理 してお こう。そ こで、主体を、0住 民、②業者、③行政・

司法 ・立法、④研究者、⑤マスコミ ・その他に分類 し、各々の反応 を概観 しておこ う7:

2-1-0住 民の反応:

住民は、自らの居住環境の保全のため、多くの場合反対運動を起こす。 しか し、全員が一

枚岩かとい うとそ うではない場合 も多い。運動は他人任せで、成果だけは享受 したいとい う

タダ乗 り問題が確実に発生する。 これは、紛争の相手側が、当該建物を積極的に評価 しない

までも、反対 していない住民も多々存在す るではないかとい う反論の余地にな り易い。

さて、上述の様に、多 くの場合、住民は高度を問題 とす るが、紛争 の相手 としては、開

発業者 と行政の2主 体である。

開発業者 に関 しては、感情的な反応 とな りがちで、一元的な業者性悪説に流れ易い。 こ

れが、後述す る、 とりわけ新古典派経済学者等の批判の対象 となる。また、多 くの場合 、

裁判に訴 えることとなる。訴状 には、 自らの環境保全活動の記述に加 え、「企業の社会的

責任」等 の文言で、業者の悪質さを述べることとなる。 しかし、歴史的な風致を有す る地

域で、住民が充分に明確な形で自らの権利 を制限 してきた場合等を除き、環境保全活動の

有効性が裁判で認定 されることは稀である。また、そもそもが営利活動 を社会的 目的 とす

る民間企業に対 して、生態学的環境保全 の社会的責任 ならばまだ しも、景観保全のそれ を

訴える法理は未確立なのが現状である。

一方
、住民は行政の責任 を問 うこともある。つま り、開発を規制 しなかった行政の過失

を糾弾す るのである。 しかし、この場合 も、裁判 となったとしても住民の主張が合理であ

ると認定 され ることは少ない。例えば、国立マ ンション訴訟に関 して、市民が都 を相手取

り、都 が市条例で規制 された部分以上の撤去命令を出さない ことに対す る違法確認訴訟 も、

2005年6,月23日 に最高裁 で住民敗訴が確定 している8。

7な お、以 下は管見の限 りであ り、詳細 な分析 は、例えば社会学 の担 当 と言 えよ う。

8同 訴訟 に関 して2002年2月 に、当該マ ンシ ョン建 築確認後 の地 区計画策定 を市 の不作為 と断ずる判決

が東京地裁 で 出され たが、これ は原 告明和地所 、被告 国立市 とい う裁判 で、住 民対 自治体 とい う構 図の

下ではない。
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ところで、 しばしば住民の反対活動 が事後的であるとい う主張がある。即ち、環境保全

の取 り組 みをしているな らば、何故当該敷地の公有化や、それが無理な場合、厳格 な規制

実施を行政 に事前明示的に働 き掛 けなかったのかとい うものである。

わた くしは、以下の理由か ら、 これ らの主張は住民に酷 に過 ぎる と考 える9:

・住民の多くが都市計画を理解していると考えるのは困難であり、その専門家である建設業者 との

間に情報の非対称性が存在する点;

・当該敷地の公有化は、現在の地方自治体の財政状況を勘案して、かなり困難である点;

・規制立案には、上位官庁との調整、当該敷地所有者を含む合意形成が必要で、かなり困難である点。

一方、住民側が巧妙だった例 としては、文京区千石でのマンション紛争が挙げられる。

本件では、住民の工事車両の往来妨害により損害を被った として開発業者が住民を訴えた

裁判で、住民側が反対に、道路法第47条 第1項 に基づ く車両制限令に拠れば当該道路 を

往来す る大型車両には認定が必要である ことを挙証 し勝訴 した。そ の結果、開発 業者 は

14階 建て予定だった物件を11階 建て(一 部12階 建て)に 変更 し住民 と和解 している。

また、業者側は住民が使用 したのぼ り旗等の費用まで賠償 を命 じられ、住民側はそれ ら

と和解金 を転用 し近隣の他のマンション紛争 を支援 している。

本件の背景には、マンション紛争に強い弁護士が手弁 当で活動 したことがあ り、以下で

も紹介す るNPOや 大学による対案作成活動 と同様 に、今後の非営利支援のモデル とも言

えよう。

ともあれ、多くの場合、全ての主体 の中で最大の社会的弱者 は住民であ り、その救済の

ための様 々な手段の構築 こそが、「日本の住 まいにおける風土性 と持続性」研究会に も求

められていると言えないだろ うか。

2-1一② 業者の対応=

業者は、必ず住民対策の専門セクションを有 してお り、まずは円満 な合意形成 を目指す。

しか し、住民運動を起 こされ ると、多 くの場合、それに従 うことはなく反発する。また、

住民対策 のため、最初に最 も住民の反発を買 う提案 をし、その後若干高度 を下げて住民の

懐柔を図 る技術 も駆使す る。その上で、その対応の仕方 は、大きく以下の4パ ターンに分

類できる:

①撤退;

②公共への敷地の買い取り請求;

③設計変更により住民と合意し建設;

④設計変更はするが住民と合意できず建設強行。

9無 論 、以下の②業者 の対応や③ の行政それ に見 る様 に、 ここに挙げ る困難 を克 己す る事例 も少 な くな

い ことは、住 民運動 に とっては一 筋の光 明 と言 える。
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①撤退:

これは、まずないと言って良い。

②公共への敷地 の買い取 り請求:

これは、既にいくつかの先行事例がある。

例 えば、太宰府市や佐賀市、小田原市等では城郭等の歴史的環境の内部や周辺に大規模;

マンシ ョンが計画 され、それが歴史的風致を台無 しにするとい う理由で市民の反対運動が

起き、開発業者が公共に当該敷地の買い取 りを請求、公共 もこれに応 じることで紛争が収

束 に至っているlo。

特徴的なのは、いずれ も歴史的風致を巡 る紛争であ り、民間業者の買い取 り請求に公金

が支出され ることに市民の合意が得 られ易い とい う点である。 とはいえ、仮に当初 より都

市計画的規制(土 地利用規制や高度規制)を 準備 しておけば無料で達成できた施策であ り、

公費の効率的支出 とは言い切れない事例である11。 さらに馬鹿馬鹿 しいのは、例 えば佐賀

市の事例では、佐賀城敷地内にある市水道局の敷地が払い下げ られ、そこで勃発 したマン

ション紛争のために市 と県が再度それを買い戻 し、県立佐賀公園に編入 し直す とい う経緯

があった点である12。

そもそも、我国の城郭は明治期に役所 の拠点が

置 かれたものが多 く、従って現在でも公共施設 が

布置 されているこ とが多い。従 って、い くら財政

健全化や遊休地の効率的売却を政策 としても、綿

密 な規制を布置 しないままに売却 されれ ば問題 が

起 きるのは当然であ り、上記の様 な非効率的行政

運営がな されてしま うわけである。

③設計変更により住民 と合意 し建設:

これは稀 な場合だが、台東 区谷 中で大京 が計画

した9階 建てマンシ ョンが、地元住民や支援建築

家等の努力で9階 か ら6階(街 路面では4階)に

設計変更され、住民との合意の下に建設 された事

例がある[図2]。

図2台 東区谷 中で当初予定(上)か ら設

計変更 し、住民合意の上 で建設 され

た大京 のマンション(下)

10或 いは、 地方 自治体側 が買い取 りを持 ちか け、開発業者側 が これ に応 じるとい う構 図 もあ る。また 、

後述 の様 に、 これ らのマンシ ョン紛争 は、問題 の予防手毀 としての高度地区設 定の契機 ともなってい る。

11た だ、小 田原 の場合 、小 田原城周 辺での開発 の牽制のた めの高度地 区指定 が され る直前での駆 け込み

申請 を したマ ンシ ョンが惹 起 した問題であ る。 とはい え、鑑定額4億1千 万円の土地を、文化 庁の史跡

等購入費補 助金 を受 け6億2千 万円で購 入せ ざるを得なか った点等、効率的行政運営 とは言えない状況

で あった の も事 実である。

12大 澤昭彦 「問われ る 「高 さ規制」マ ンシ ョン建設 で一佐賀 市城 内地 区にお ける2度 のマンシ ョン紛 争の

経緯 と課題」『季刊 まちづ くり』第8号 、2005年10月 、pp90-91。
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また、京都市中京 区でも、アーバネ ックスが計画 した11階 建 てマ ンションが住民の反

対に遭い断念 されている。 これは、同社 が大阪ガス系列 とい う高度な公益性 を有 した企業

でもあ り、その後、財団法人景観 ・まちづ くりセンターが仲介役 とな り、地元住民 との話

し合いが続 けられ、その結果、地域活性化のための併用施設 も併置 した集合住宅が建設 さ

れた。

両者に共通 して言えるのは、業者の利益の減少を最小化 し、街並み と大きく乖離 しない

代替案 を策定できる支援組織が存在す るとい う点である。 これは、今後NPO等 に期待 さ

れ る役割 と言 える。また、こうして地元住民 との合意の上で建設 されたマンシ ョンは評判

が良 く、大京 は地域 との共生をブラン ドとす るに至っている13。

④設計変更はするが住民と合意できず建設強行:

問題 となるのは このケースである。開発業者の常套手段 としては、まずは規制の枠 内で

目一杯 開発 した地獄絵 を提示 し、いかにも住民の反対意見に耳を傾 けたかの様な姿勢 で当

初から予定 していた若干高度を落 とした案 を以て最終案 とす るものである。理 由としては、

建築基準法及び当該敷地 に関わる関連法規 さえ遵守 していれ ば、如何なる物件 を建設 しよ

うと法的な責任 はない とい うものとなる。

例 えば、国立市の事例を見ると、明和地所はまず18階 建ての案 を提示 し、その後14階

にまで高度 を下げたが、これは当初 より織 り込み済みの筋書きであった と言われてい る。

ただ、これな どはまだま ともな事例で、形式的な住民説明会の後、設計変更をせず建設を

強行す る場合が大半 となってい る。

2-1一③ 行政 ・司法 ・立法の対応=

まずは行政、とりわけ市町村 の対応を見てお こう。 しば しば聞かれ る批判は、対応 の鈍

さである。即ち、市町村は問題 を予見 し先手先手でその予防措置 を講 じてお くべきである

とす る議論だ。 しかし、わたくしは以下の点でこれはやや酷 な批判であると考 える:

・現在も都市計画権限は都道府県が有するものがあり、市町村の自主性のみでは対応できない問題

が多い点;

・必ず しも都市計画に通暁した人材を役所内に確保できているとは限らない点;

・規制強化で既存不適格物件を大量に発生させない旨のガイ ドラインが存在している点;

・建蔽率 ・容積率はセット/メ ニュー方式で地域の実情に即した都市計画の立案は困難である点;

・ とりわけ景観は破壊されて初めて価値認識がなされるものが多く、予見可能性の論理が成立しに

くい点。

無論 、これは言い訳に他 ならず、 とりわけ訴訟の場 で通用する論理ではない。では、後

13た だ し、同社 の業績 は芳 しくな く、2004年9.月28日 に産 業再生機構 に支援 を申 し入 れ、決定 となっ

てい る。
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述する景観法の運用を除き、現時点で打てる手 としては何があるのか。高度地区(都 市計

画法第9条 第16項)と 地区計画(同 第12条 の5)、 さらには建築協定(建 築基準法第4章)

である。 これ らに関 しては2-3で 論 じる。

また、上述の様 に、開発業者か らの当該敷地の買い取 り請求に応 じるだけではな く、行

政か ら買い取 りを申し出るとい う選択肢 もある。 しか し、城郭等の歴史的風致の内部や近

傍 な らばともか く、一般 の市街地で、 しか も地価 の高い地 区でのまとまった土地の買収の

できる財政力は大抵 の自治体 にはない。

最後に、問題が惹起 されてか ら後追い的に規制 を立案す るとい う対応 もあ り得 る。国立

市の中三丁 目地区地 区計画がその例である。 しかし、私見では以下の理由か らこれは最 も

まずい対応 と言 える:

・行政施策の事前明示性の原則が犯されていること;

・開発反対派住民主導で立案が進み、開発業者の意見表明の機会が充分に保証されない場合が多い

こと;

・後に裁判で開発業者側から施策の非一貫性を問われ、敗訴 した場合の賠償金が多大に上 り、最終

的には市民にしわ寄せがあり得ること。

特に3点 目に関 しては、国立マンション紛争に於いて明和地所が国立市を訴えた訴訟の

第一審判決(2002年2.月14日)で 、国立市側 に4億 円の賠償命令 が出るな ど、行政側 の

リスク管理の甘 さが指摘 される結果 となる可能性 が高い14。

次 に司法の対応 を見てみ よう。 まず、 司法 として住民側の訴 えを認 め易いのは、例えば

眺望 を売 りにして販売 されたマ ンションのそばに、同じ業者がそれを遮る配置で新たな建

設行為を行 った場合等、権利の外縁関係 と景観被害の度合いが明確に規定できるものであ

り、 これには住民勝訴の複数の判例の積み重ねがある。

しか し、本稿が問題 とする様な既成市街地 との尺度の相違 を争点 とした裁判は、住民に

とって極めて戦いにくいもの となってい る。

まず、景観権が確立 されていない今 日15、当然なが らその外縁規定が不明確であ り、従っ

て、原告の適格要件 も不明確なままであ るから、まずは原告 として認め られなければなら

ない16。 その上で、原告適格 となっても、建設差 し止 めの仮処分や損害賠償 を勝 ち取 るの

14な お 、 本件 裁 判 は被 告 国 立 市 が控 訴 した が、2005年12 ,月19日 、 東 京 高 等 裁 判 所 で賠 償 金 を

2千5百 万円 とした判決が 出 され た。係争継 続 を訴 える市長に対 し、国立市議会は これ以上 の係争 は無

益 と断 じて上告を断念 させた が、市側 の裁判 補助参加人 の周 辺住民5名 が訴訟継続 を決 断 したため、現

在最高裁で審理 中で ある。

15巷 間で は2002年12,月18日 の国立マ ンシ ョン訴訟第一審判決で景観権が認 め られ たかの様 な論調 があ

るが、判決 文では 「景観利 益」 とい う表現 が採 られてお り、あ くまで当該 の景観か ら利益 を受 けるもの

に原告を篩 い分 けよ うとす る慎重な姿勢が見 られ る。

16な お、見上崇洋 「都 市行政 と住 民の法的位置一都市法領 域におけ る原告適格 問題 を中心 に」原 田純孝(編

著)『 日本 の都市法1一 構造 と展開』東京:東 京大学出版会、2001年 、pp.451-476、 に示 され ている様 に、

全 般的に我国の都 市問題 に於 ける原告適格 要件 は厳 しい。
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は極めて困難な状態 にある。ま してや、建設後の問題物件 の取壊 しを命 じる判決が出るの

は稀 と言 って良い。また、そ うなったとして も、原告全てが賠償等を得 るとは限 らない。

例 えば、国立マ ンシ ョン訴訟の2002年12,月18日 判決で景観利益の享受が認定 されたの

はわずかに3名 である。

この問題 に関 しては、まずは法学 ・社会学 ・都市計画分野の学際的作業による原告 ・被

害者適格要件の整理が急務であろう。また、国立マ ンシ ョン訴訟 を見ての私見だが、裁判

所 はも う少 し仮処分申請を重視 しても良いのではないか。 とい うのも、一度建設 された物

件 に景観 を理 由に除却 を命 じるのは、開発業者 にとっても当該物件に居住する善意の第三

者 にとっても社会的損益が大きいからである。

そ う考 えてみる と、「住まいの風土性 と持続性」の観点は、以下の点か ら重要な視点で

ある:

・既存景観の変化を合理的範囲にする風土論的持続性;

・建設資材や労力を無駄にしない環境論的持続性;

・新規住民の生活の連続を保証する社会論的持続性。

最後に、立法の対応を簡単 に見ておきたい。

2004年6,月11日 に成立 した景観法は、2002年12月18日 の国立マンション訴訟第一審

判決、即 ち、当該マンシ ョンの内、大学通 りに面す る棟の20m以 上の部分の除却命令に

後押 しされ ことは周知の事実である。っま り、上記の持続性の保証を事前明示的に実施す

る予防行 政のための道具立てを準備 したわけである。 しか し、立法 とい うものは往 々に し

て問題 に対 して事後的になされ るものであ り、景気対策 から規制緩和 に流れがちな我国の

立法にあって、多くの期待 を持つのは徒な状況にある。

2-1一④ 研究者の対応1

学者 の対応 は、比較的明解な棲み分けがある。地域住民の訴 えに理解 を示す都市計画や

都市法の研究者 と、開発に理解 を示す新古典派の経済学者である。両者 とも、訴訟に際 し

て意見書 を提出することがある。

前者だが、まずは都市計画の研究者に関して見てみると、特徴的なのは、意見書のみな

らず、専門的技術を活用 して代替案の作成 を試みることがある点である。

例えば、東京大学都市デザイン研究室は神楽坂マ ンシ ョン問題に際 し、代替案を作成 し

て公開してい る[図3]17。 また、国立マ ンション問題に際 しては、裁判 の意見書 として、

必要法規 を全て遵守 しつつ現行物件 と同数の戸数を確保 し、かつ採算 も取れる とす る代替

案 を作成 している18。

17東 京 大 学 都 市 デ ザ イ ン 研 究 室 「神 楽 坂 超 高 層 マ ン シ ョン を 考 え る 」 『造 景 』no.34、2001年11A、

pp.137-1480
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図3東 京大学都市 デザイン研究室 による神楽

坂 マンシ ョン計画(左 端)に 対 する対案

の比較考察 図

他方、神戸大学の塩崎賢明研究室も、大阪

市平野区長吉出戸のマンシ ョンの 日照紛争に

際 して代替 を作成 し公表 してい る。 これは、

上記2-1一②の③で見たNPOに よる代替案作

成 と同じ役割 を果たす ものであ り、大学研 究

室が今後 この様な、地元住民 と開発業者 との

和解の落 としどころを代替案作成 を通 じて探

求す るス キル を身 に付 け実践 して ゆ くこ と

は、社会的にも必要 とされ ることとなろう。

また、都市計画の研究者 と並んで既存住民

擁護の立場 に立っ ことが多いのが都市法の研

究者、とりわけ民法の研究者である。 これ は、

現実には発動 されなかった公法的規則 を、地

域の黙契 とい う私法的地域規約の中に見出す

ことに、市民を主体 とした地域 自治の可能性

の契機 を求 めるためであろう。そ こで論拠 と

されるのが、建築基準法第1条 である:

「第1条 この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の

生命、健康及び財産の保護を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。」(下線引用者)

即ち、公法は 「最低の基準」を定めているに過ぎず、黙契 とい う私法的地域規約 がそれ

を補完する形式で機能 していた とい う主張である19。 しか し、この論理は国立の様 な長期

に渡る黙契が存在 してい る場に於いて さえ実定法不在の事実の前に屈服 を余儀iなくされて

い るのであ り、ましてや内在的規約もな く推移 してきた地域 に於いて、この論理でマンシ ョ

ン開発に立ち向か うのは無理があると言わざるを得ない[図4]。

さて、都市計画や都市法 の研究者 に対 して開発に理解を示す傾向があるのが新古典派経

済学の研究者 である。彼 らは必ず、潜在住民が都市に住宅を入手す ることによる機会費用

18た だ し、2004年10,月27日 の東京高等裁 判所 による第二審判決 では、 「1審原告 らは、高 さ20メ ー ト

ル以下で も本 件建物 と同数の戸数のマ ンシ ョンが建設可能 である として、その計画案 を証拠提 出 して い

るが(甲178、179)、 それが物理的には可能で あっても、商品性 としては価値がない ことが明 らかであ り(乙

208、209)、 営利企業であ る1審 被告明和地所 がこのよ うな検討 をしなかったか らといって、被害 の回避

努力 を怠 った もの とはい えない」 と評価 され、市民側 に有 効な証拠 とはな らな かった。 わた く し自身 、

本 代替案作成 に関わったが、不動産鑑定 にはかな りの操作性 があ り、文脈 に応 じて価額 を高 くも低 くも

は じき出す ことができ るとい うことを学 んだ。 従 って、裁判官 の心証 を左右 す るのは代替案の不動産鑑

定上の価額 、ひいては採 算性ではな く、それ が実際に売れそ うな計画 となってい るか否か とい う印象論

的側面が強 い と考えてい る。その意味 で、東 大都市デザイ ン研究室案 は実務的に可能で も印象論的 に魅

力 的 と言 えるものではなかった。ま さに、 「心」証の問題なのであ る。

19例 えば、管見の限 り最 も洗練 された論理を展開 してい る論文 として、吉 田克己 「「景観利益」 の法的保

護 」『判例 タイムズ』No.1120、2003年8月 、pp.67-73、 を挙げてお く。
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図4ミ ニ開発(前 景)を 容認 しておきながら巨大マ

ンション(後 景)が 建設 されることに対 しては

反対運動 が起 きている旧東京都立大学跡地

の回復 と、既存住民が景観を破壊 され るこ

とで喪失する価値を比較衡量せ よと主張す

る。そ して、前者が後者 を上回る場合 、都

市に低層住宅地が存在するのはそもそもか

らして潜在住民の機会費用 を収奪 している

点 か ら不合理 であ り、住民 の大 規模 マ ン

シ ョン建設反対は既得権者のエ ゴである と

結論する。 この論点に関 しては、次節2-2

で論 じる。

2-1一⑤ マスコミ ・その他の対応=

マスコ ミやジャーナ リズムの対応 も、おおよそ2つ に分類できる。 当然なが ら業界紙 ・

業界誌(及 びその世界で生きる評論家)は 開発に好意的であり、一般 の新聞等は比較的住

民寄 りの報道をする。

国立問題で言 えば、業界寄 りと見 られ た 日本経済新聞が住民よ りの報道を してい る点が

注 目され る。例 えば、2002年12月18日 の20m超 部分の撤去を命 じた東京地裁判決後 は、

阪神 ・淡 路大震災後 に複数の建物で被災 した上部のみを撤去 した事例を引き合いに出 し、

技術的にも不可能 とす る明和地所の主張を覆 しているのである。

また、一般的に大手マスコミは景観法制定後、景観街づ くりに好意的であ り、これを上

手 く利用 してゆ くことが必要であろう。

2-2.新 古 典派 経済 学者 の主 張 の疑 問点=

2-2-1.景 観の費用便益分析の難 しさ=

ところで、上記④学者の対応で見た様に、新古典派経済学者は必ず景観 の費用便益分析

を主張す る。つま り、潜在住民の機会費用の回復 と既存住民が景観を破壊 されることで喪

失す る価値を比較衡量 せ よとい う考 えである。 これは、行政のアカウンタビリテ ・イが強 く

要請 され、行政機 関が行 う政策の評価 に関す る法律、通称政策評価法(2001年 制定)で

も義務付 けられた事項 であるので、当然 のことと言える。

また、『規制改革 ・民間開放の推進 に関す る第1次 答 申(追 加答 申)』(規 制改革 ・民間

開放推進会議、2005年3,月)も 、以下の様 に述べ、景観 の価値 の定量的に分析す ること

を要求 している:

「さらに、景観法(平 成16年 法律第110号)が 昨年末に施行されたが、景観関係として、伝統建

築物のような重要都市景観資源に対する周辺地区も含めた景観整備施策の導入とともに、景観等に

係わる紛争処理の適正化が必要である。また、景観規制により土地の有効な高度利用が損なわれる

ことのないような制度上、運用上の対応が必要である。」(p.70)
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住まいの風土性と持続性を恢復するために都市設計は如何にあるべきか(鳥 海)

「他方、景観に関する規制は、地域の良好な景観形成を図るため、建築物の形態意匠、高さ等の規

制を行うものであるが、結果として容積率や建築物の高さなど希少な都市空間を過度に抑制する方

向で機能しないよう、景観価値と景観価値を守ることにより失われる利益の双方を分析する手法に

ついて検討を行うべきである。」(pp.72-73)

しかし、景観形成型都市計画の費用便益分析が可能かとい うと、現在 開発 されている分

析手法ではかな りの困難や信頼性の低 さが伴 うと言わ ざるを得ない。

まず、そもそも新古典派経済学者が景観 の費用便益分析の主張す る根本的理 由として、

都市空間の稀少性 を根拠 とした資源の適性配分の必要性がある。 しか し、例 えば小泉秀樹

は以下の様に述べ る:

「また、社会心理学の領域でも関連した研究成果があがった。公正な分配は、厚生経済学によるア

プローチ、あるいは衡平理論(貢 献に応じた利益配分)に よって必ずしも達成されないことを明ら

かにしている。[中略]す なわち、実体的(分 配的)公 正規準は、科学的に確定できるものではなく、

あくまで社会的産物である、ということである。[中略]ま た、彼ら[引 用者注:モー トン・ドィッチ、

パ レット・ハワー ド、 トム ・タイラー等の社会心理学者]は 、通常の状況においても(紛 争などの

局面でなくても)資 源配分における決定基準として、手続き的公正が分配的公正以上に重要視され

ることを示した。加えて、手続き的公正は、法的場面(公 共政策の形成等)に おいて主要な基準と

されることを明らかにした(経 営管理の場面ではそうではなかった)。

これらの知見は、都市計画の実体的(分配的)公正(それは空間計画としての妥当性といってもよい)

は、手続き的公正の中に内包されていることを示唆する。

すなわち、例えば、都市計画(意 思決定)の 公正を判断する実体的(分 配的)基 準は、国家が専

断できるものでもなければ、市場とも限らない。その都市計画の基準自体を、『公正な手続き』のな

かで決定されることを多くの人々が支持する、そうした性質のものであるということを示唆してい

る。このことは、現代の公共性観と機軸を1つ にする。」20

同様に根本的問題 として、景観 の便益 は貨幣価値 として顕在化 しない蓋然性があること

が挙げ られ る。例 えば青山吉隆は、景観 の価値の内、遺産価値、代位価値 、存在価値は貨

幣価値 として顕在化 しないとす る21[表2]。

つま り、一方で潜在住民が都市に住宅 を得る便益を貨幣価値で測定 し、他方でそこに顕

在化 しにくい景観利益 を同様 に算出して は、後者 が過小に評価 され る可能性が非常に大 き

20小 泉秀樹 「コラボ ラテ ィブ ・プランニングー多様な主体に よる討議に もとつ く都 市計 画へ の転換」高見

沢実(編 著)『 都 市計画の理論一系譜 と課題』京 都:学 芸出版社、2006年 、pp.266-292、pp.270-271。 無論、

この主張に は、ではその手続 きに誰が参加す るのか、そ こに潜在住民 の意思 を反 映できるのか等の疑義

が考 え られ る。 しか し、次節 に述べ る様 に、主体の限定 もまた科学的には非 決定的な政治的事象で あ り、

であれ ば、各審級 における決 定を相互調整で き る仕組み こそが必要 である と言える。

21青 山吉 隆 『都 市ア メニテ ィの経済学一環境 の価 値 を測 る』京都:学 芸 出版 社、2003年 、p.38。 一方、

垣 内恵美子 『文化的景観 を評価す る一世界遺産 富山県五箇 山合掌造 り集落の例』東京:水 曜社、2005年 、

p.78、 は、オプ シ ョン価値 も非利用価値に含 まれ る とす る。
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表2利 用形態による景観の価値分類

景観の

価値

利用価値

直接的利用価値

間接的利用価値

オプション価値

非利用価値

遺産価値

代位価値

存在価値

いない価値が将来顕在化する可能性す らある。

い。また、景観は将来の価値が現在のそ

れ よ りも大 き くな る可能性が ある とい

う、通常の財 の価値が時間と共に減価償

却 されてゆく考 え方では把握 しきれない

性質を有 してい る。極端な言い方をすれ

ば、今 日のマーケ ットが全く気が付いて

景観の費用便益分析 のために しば しば引き合いに出すのはヘ ドニック分析法だが22、 そ

の信頼性 が高い とは言い難い。実際、管見の限 りだが、景観 を含む環境の悪化による地価

の下落 を計測す ることはできても、その維持や 向上による地価の上昇を観測す ることは困

難である と言わざるを得ないのである。 さらに、コミュニティが一致 して長期 に渡 って景

観 を形成 してゆく場合、景観は将来の土地価格に少なくない影響 を与えるだろ うが、それ

を現在 の価格に反映できる保証 もない。

例 えば、浅見・泰司らは、以下の様 に述べ る:

「まちの魅力の一部は地価に反映されているが、必ず しもすべてが反映されているとは限らない。

例えば、歴史のある伝統的な建物や町並み、独自の文化などについては、人の嗜好によって評価 も

大きく異なる。そのため、地価に反映されるのは、その地でないと享受できない価値の平均的な値

にすぎない。そのような価値の賦存量については、地価分析しても、残差的に求められるものであり、

直接的指標 には欠けている。魅力あるまちには人の関心が集まり、人が集まり、商業的な活動に結

びっけば経済価値が高まる。そこで、関心を集めた数として、イベントの数、特集記事の数、人の

訪れた数などを用いて定量化 しなければならないだろう。ただ、これ らは断片的な指標であ り、ま

ちの魅力を表す代表指標 とすることはできない。」23

ま とめると、ヘ ドニック法の限界は以下の様に考えられ る:

・現在の地価の形成要因の中に景観が貢献する割合は一定程度計測可能だが、その保全か取壊し可

かの閾値を自律的に設定することはできない。それは、いくつかの地区で同等の方法でヘ ドニッ

ク分析を行い、その比較の中で推量できるに過ぎない;

・景観が貢献する便益の中に、例えば緑地形成が占める割合や建物の統一感のそれは計測できる。

従って、景観形成のための要素別優先順位は抽出できるが、とりわけ住宅地では緑地が住環境と

混同されて過剰に評価される点24。

また、例 えば非貨幣的価値の測定に しば しば利用 され、我国でも景観 に関す る適用例 の

見 られ る仮想市場評価法(CVM:ContigentValuationMethod)で は、 とりわけ以下の点

22例 え ば 、 福 井 秀 夫 「景観 利 益 の 法 と経 済 学 」 『判例 タ イ ム ズ』No.1146、2004年6月 、pp.67-86。

23浅 見 泰 司 『住 環 境一評 価 方 法 と理 論 』 東京:東 京 大 学 出版 会 、2001年 、p.108。

24GAOXiaoluandASAMIYasushi(2005),ｫEconomicvalueofurbanlandscape,inCSISDiscussion

Paper,November2005,23p.
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住まいの風土性 と持続性を恢復するために都市設計は如何にあるべきか(鳥 海)

で仮想便益に疑問を抱か ざるを得ない:

・支払い意志を有する市民の範囲をどこまで広げるかで、支払い意志額総額が大きく変化する点。

例えば、国立大学通りの景観維持の支払いを同市民に留めるか、全国にまで広げるかで結果は大

きな変動幅を持っ点;

・通常、仮想市場評価法は特定の問題に対する支払い意志額を尋ねるが、現実には全国各地に無数

の景観紛争があるわけで、市民が自ら特定の問題に対 して表明した支払い意志額を全紛争に対し

て支払う意志があるかどうかは否定的な点;

・仮想市場評価法は、同じ設問でも一生に一度の支払いか毎年の支払いか、或いは基金方式か税金

上乗せ方式かにより支払い意志額が相違してくるなど、予想便益に不安定性が残る点。

例えば、垣内恵美子は、世界遺産富山県五箇 山合掌造 り集落が874億 円の便益 をもた ら

しているとしてい る25。 しか し、これ は同集落に特化 した唯一1回 限 りの支払い意志額を

問 う方法で計測 されてお り、 さらに全国民に支払い意志があることを仮定 している点で、

都市居住の急増が惹起す る景観 問題等 に対応 できる一般性 を有する費用便益分析 とは言え

まい。他方、青山吉隆は、京都の町屋保全 のための京都市民の年 間支払い意志額は14億

円と、今後それ に必要 な35億 円を大き く下回るとい う結果 を示 している26。 これ は、毎

年の支払いとい うシナ リオ設定がアンケー ト対象者に現実的感覚を与えたため と考 えられ

る。 ただ、 これ も地元 のための支払い意志 とい う特化 した設問であ り、 さらに他の地域へ

のそれを要求 された場合、同じ結果が出るとは考 えにくい。

つま り、仮想市場評価法による便益は、設 問設定次第で大きく結果が異なるものであ り、

未だ発展の余地がある。従 って、景観、或いはその保全や創造のための規則 のもたらす便

益 と、潜在住民に都市居住の もた らすそれを比較衡量する技術は、ヘ ドニック分析法にせ

よ仮想市場評価法にせ よ、未確立なのである。

無論、 これをもって費用便益分析の断念を主張すべきではなく、その早急なる確立が、

とりわけ経済学に要請 されてい る。

2-2-2、 潜在住民尊重の難 しさ:

次に、新古典派経済学者の主張に見 られる潜在住民尊重論 を吟味 してみ よう。即ち、既

存住民は既得権益保護のために過剰な流入規制 をかけがちだ し、既存住民は選挙権を有す

るが潜在住民はそ うではないので、政治や行政 はどうしても既存住民の既得権保護 に傾き

がちだとす る議論である。

しか し、角松生史は以下の様に述べて一元的住民性悪説に疑義を呈す る:

「しかし他方、(1)仮 に上記[引 用者注:住 民参加への疑義]が 、地域住民はもっぱら地域エゴに

基づいてのみ行動すると想定するのであれば、必ずしも立場を同じくしない。(2)ま た、コース的

25垣 内:前 掲 書 。

26青 山:前 掲 書 、p.145。
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前提を徹底すれば、低廉な取引費用による現状変更が可能な限り、仮に周辺住民が利得最大化的行

動をとったとしても、所得分配こそ変化するが資源配分の観点からはパレー ト最適になるのではな

いか。」27

また、潜在住民の意思 を代弁す る市場原理が資源の最適配分 を公正に実現するかは以下

に示す通 り疑問だ し、上位の政治決定に於けるバイアスが完全 に排除できない ことは、フ

ランスに於 ける住宅政策 に関 してだがピエール ・ブルデ ューが示 した通 りである28。

ともあれ、既存住民 と潜在住民の利害を如何に調整 してゆくかは、ま さに現在 の都市政

策が直面 している問題に他な らない。つま り、西欧の様 に既 に成熟 した都市社会であれば、

都市居住の急増 は無縁の減少 であ り、寧ろ都市か らの人 口流 出が問題化 してい るはずであ

る。小泉政権の都市再生政策が、地方へのばらまき政治を急激に停止 し、都市居住 を推進

した結果が、潜在住民による既存住民に対する圧力 として作用 している。

さて、では、景観規制を始めとして都市計画規制 の策定に際 し、潜在住民の意思を反映

させ られ るかと言 えば、以下の理由か らかな りの困難が伴 うと言わざるを得ない:

・今 日、居住地の選択に最も有意な基準は地価、都市部へのアクセシビリティ、買い物等の利便性

であり、既存住民が有する程の景観に対する認識を求めるのが困難である点;

・潜在住民は、当該地域の景観の享受には関心があっても、既存住民が実践している様な景観の維

持には関心が低くならざるを得ない点。つまり、ただ乗り問題が発生することが必然的な点。

重要 なのは、2点 目である。例 えば、2002年12,月18日 の国立マンシ ョン民事訴訟第

一審判決 は、開発業者に対 して以下の様 に非難 している:

「大学通りの景観を守ろうとする行政や住民らを敵視する姿勢をとり続ける一方で、本件土地に構

造建築物を建てることによりそれまで保持されてきた本件景観が破壊されることを十分認識しなが

ら、自らは、本件景観の美 しさを最大限アピール し、本件景観を前面に押し出したパンフレットを

用いるなどしてマンションを販売したことは、いかに私企業といえども、その社会的使命を忘れて

自己の利益の追求のみに走る行為であるとの非難を免れないといわざるを得ない。」

開発業者は潜在住民の意思を端的に代弁す る存在で、であれば、潜在住民に高度な環境

維持の姿勢を要求することは不可能 となる。ただ乗 りを指向す る存在の意向を尊重すべき

であるとい う議論は、この意味で不合理な もの となる。

無論 、以上の理 由は潜在住民の意思を無視 して良い とい うことではない。資源の再分配

は政治的な決定事項なのだか ら、角松が主張する様に、関係主体 「それぞれの優位性 を生

か し、場 に即 した透明度の高い言説空間を形作ることを可能にす るよ うな制度設計が求め

られる」29。っま り、それぞれ連携を取 りなが ら民主的 な手続 きを経 て決定す る仕組み を

27角 松 生 史 「建 築 紛 争 と土地 利 用 規 制 の制 度 設 計 一情 報 構 造 の観 点 か ら」 『日本 不 動 産 学 会 誌 』 第19巻 第

4号 、2006年4.月 、pp.58-65、p.63、 注8。

28ピ エ ー ル ・ブル デ ュー(W田 鋭 夫 ・渡 辺 純 子 訳)『 住 宅 市 場 の経 済学 』 東 京:藤 原 書 店 、2006年 。

29角 松:前 掲 書 、p.63。
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構築 しなければな らないとい うことで、潜在住民を住宅弱者 と位置付 ける一元的姿勢 は排

されるべきであろう。

2-2-3.景 観問題へのコースの定理適用 の難 しさ=

新古典派経済学者が上記論点の根拠 として しば しば引き合いに出すのがコースの定理で

ある。 コースの定理 とは、権利の外縁が明確 に規定 され、かつ権利売買交渉に要する取引

費用がゼ ロであれば、当事者 どちらに初期権利を配分 しても効率的な資源配分が達成 され

る、即ち、社会全体の利益が最大化 され るとす るものである。新 古典派経済学者は、 これ

を以て都市計画規制の緩和や撤廃 の上で市場原理 に任せることを唱えることが多い。

例 えば、瀬下博之の唱える 「プ ット・オプション履行義務付き開発許可制度」 を見てみ

よ う30。これは、住宅地に於いて容積率や斜線規制等、都市計画規制 を全廃す る代わ り、

もし当該マンシ ョンの建設によ り周辺 の地価が下落 した場合、周辺住民は開発業者 に所有

不動産の買い取 りを義務付けることがで きるシステムで、つま るところ、市場原理 により

開発に節度 をもたせよ うとす る提案である。

しか し、景観 は、そ もそ も新古典派経済学者 が権利の外縁規定 が不明確 である点を以て

私法上での景観権の不成立を主張する様に、誰が景観の受益者であるかを明確 にす るのは

容易ではない。 また、仮 にそれが特定できても当事者間の自主的交渉に困難が予想 され る

のは明らかである31。

つま り、こと景観問題 に関して コースの定理 に立脚 した民事的 な自主交渉論 を主張す る

のは適切ではない。また、瀬下は、も し所有不動産のある場所の環境が悪化 した ら、それ

を開発業者 に売 り付 けて同程度の住環境 が保証 され る場所に引っ越せば良い とするし、 こ

の開発不満住民移動論は新古典派経済学者が しばしば主張す るものでもある。 しか し、 こ

れは場所性が重要な形成要因であるコミュニティの価値 を弁えない空論だし、とりわけ所

得の低い人々や高齢者に新居を探す費用や引っ越 し費用 を押 し付 けるとい う社会福祉上の

視点にも欠 けた議論である。仮 に移動費用が負担 されたとしても、愛着のある土地を離れ

る費用は分担 されまい。 しか し、その様 な非貨幣価値 こそ勘案す るのが政治ではないか。

であれ ばこそ、公法領域での明確 な景観規制が必要 となるわけである。 これは、良識的

な新古典派経済学者 も認めるところで、以下の2-3で 詳細 に検討す る。

ともあれ、費用便益分析や潜在住民の尊重等、都市計画や都市法研究者は新古典派経済

学者 の主張に一元的拒絶反応 を示すが、彼 らの主張には否定 し難 い真理が含 まれてお り、

それ らに関する信頼性 の高い方法が、学際 性を以て開発 されることが急がれ るのである。

30瀬 下 博 之 「マ ンシ ョ ン開 発 と住 環 境 問題 一プ ッ ト ・オ プ シ ョン履 行 義 務 付 き開 発 許 可 制 度 の提 案 」 『都

市住 宅 学 』 第38号 、2002年 、pp.58-64。

31井 上 裕 『新 版 ま ち づ く りの 経 済 学 一知 っ て お き た い 手 法 と 考 え 方 』 京 都:学 芸 出 版 社 、2005年 、

pp124-1250
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2-3.景 観 法 は救 世主 た り得 るの か

2-3-1.現 時点 での景観法活用の難 しさ

図5景 観法 による景観街づ くりの仕組み

さて、私法分野での景観権の確 立が

困難で、可能であったとしても時間が

かかることを勘案すれば、景観 の制御

は公法 を通 じることが妥当であること

は明 らかである。 中でも期待が集まる

のは2004年6 ,月に制定 され、2005年

6月 より全面施行 されている景観法で

あろ う。 とはいえ、景観法はマンシ ョ

ン紛争 の救世主た り得るのか。

結論か ら先に述べれば、現地点では

景観をマ ンシ ョン紛争解決の予防手段

として活用す るのはかな り困難である。以下に概観 しよ う。

まず、図5に 示す様に、景観行政団体は景観に関わる景観計画区域を設定できる。 さら

に、その 中でも質の高い景観 を保全 ・形成すべ き地 区を景観地区として指定す る。

まず、景観計画 区域 に関して見てゆこ う。

この区域はこれまで自治体が策定 して きた景観条例 に倣 ったもので、区域内での新築 ・

改変行為 に届 出義務を課 し、それが 当該地域の景観計画 に合致 しない場合は勧告を し、そ

れに従わない場合 は変更命令を出す ことができる[図6コ:

図6景 観計画区域内での建物の審査の流れ

しか し、注意 してこのスキームを見る

と、変更命令 を出すことができるのは建

築物 ・工作物共に形態 ・色彩 ・意 匠のみ

で、本稿2-1で 示 した様にマ ンシ ョン紛

争の根源的理 由である高度は勧告止ま り

であることが解 る。従って、景観計画区

域内でマンシ ョン紛争が起 きた場合、.そ

れが高度 に関わるものである限 り、景観

法は無力 であるとい うこととなる。

これは、これまで市町村の定める景観条例には助言 ・指導 ・勧告、そ してそれ らに従わ

ない場合 に事業者名 の公表 とい う措置があるだけで、高度規定の遵守 を強制す ることはで

きなかった点 と同様 である。

では、景観地区に関しては どうか。図8に 示す様 に、建築物の高度は建築確認 により担

保 され るか ら、当該地区の景観計画で しっか りした高度規制 さえ構築 されていれば、高度

を争点 としたマンション紛争は予防され ることとなる。
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図8景 観地区内での建物の審査の流れ

しかし、 これ もまた以下の点か ら困難

が予想 され る:

・景観地区としては、かつての美観地区の

移行がまず実施 された様に高度な質を有

する歴史的風致が想定されてお り、都市

部の平均的低 ・中層住宅地は対象とされ

ない可能性が高い点;

・景観地区設定には景観計画区域のそれ と

異なり都市計画決定が必要であ り、手続

きの重さや既存不適格物件数の最小化等、

景観形成以外の考慮事項から厳格な高度

指定が困難と考えられる点。

従って、現時点ではマ ンション紛争解決 の予防的手段 として景観法は救世主た り得ない

と考えられ る。

2-3-2.他 の制度の活用の可能性:

では、拱手傍観すべ き状況か と言 えば、そ うではない。現行 の他の制度 を活用すれ ば、

かな りの ことができるのである。即 ち、①高度地区(都 市計画法第9条 第16項)と ②地

区計画(同 第12条 の5)の 活用である。 これ らに関 して、以下に簡単にみてゆこう。

①高度地区:

マ ンション紛争 に学んだ結果であった り、それ を予防す る目的であった り、経緯は様 々

だが、マ ンシ ョン紛争対策 として高度地 区を活用するのは城下町な ど歴史的風致 を有する

都市が多い。おそ らく、都市計画決定 も必要 とす るこの手法 に対 し、高度に関す る手がか

りも多い こともあって市民の合意が得 られ易いためであると考えられ る。以下にい くつか

の事例 を挙 げる32:

・福岡県太宰府市:太 宰府天満宮の門前町の歴史的風致の保全のため、15mの 高度地区を2002年

に都市計画決定している;

・長野県松本市:城郭周囲に15 、16、18、そして20mの 高度地区を2001年 に都市計画決定している;

・香川県丸亀市:城 の石垣の下端部の高さ(北 側25m 、東 ・南東側15m)に 配慮した15mと25

mの 高度地区を2002年 に都市計画決定している。

・佐賀県佐賀市:城 郭の周囲に15mの 高度地区を2002年 に都市計画決定している;

32以 下の事 例の一部 は、西村 幸夫 「日本の都市 風景の これ か らを展望す る」『地域 開発 』Vbl .464「国立

か ら景観 問題 を考 える」2003年5,月 、pp.47-51、 を参考 に した。 また、都 内で進む 高度 地区指定の動 き

に関 しては、藤井 さやか(他)「 高度地区に よる絶対 高さ制限の導入状況一東京都用途地域等 の見直 し」『季

刊 まちづ く り』第2号 、2004年4.月 、pp.124-125、 を参照のこ と。
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・東京都:六 義園周辺(35m) 、柴又帝釈天周辺(10m、16m)の 高度地区を2004年 に都市計画

決定している;

・神奈川県小田原市:城 郭周囲に、12m、15m、20m、31mの 高度地区を2005年 に都市計画決定

している。

興味深 いのは、単なる高度地 区指定に留まっていない事例があることであろ う。例えば、

丸亀市で は、高度地区指定 と同時に城郭北側のオフィス街に事務所地区建築条例をかけ、

特別用途地区内での建築物の用途制限を強化 し、マンシ ョンのみな らず業務系建物が景観

紛争 を起 こすのを抑止 している。

また太宰府市でも、門前町に対 して2000年 に特別用途地区を指定 し、カ ラオケ ・ボ ッ

クスやパチンコ店 を規制 して、歴史的風致 の保全をより完全なもの とする補完措置 を執 っ

ている。

ただし、上述の様 に、いずれ も歴史的風致の保全が 目的で、本稿 が扱 う様な低 ・中層の

一般市街 地に建つ高層マンシ ョンを想定 した もの とはやや異なる点は事実である33。

②地区計画:

そこで、本稿 の趣 旨によ り近い規制手段 が、地区計画である。事実、国立マ ンシ ョン紛

争でも、住民側が最後 に助 けを求めたのでは この都市計画であった34。 そ こで、既成市街

地の中で建築物の高度規制を実施 してい る地区計画を見てみよう[表2]35。

これ らの地区計画に対す る批判は以下の通 りである36。

まず、③⑥⑧⑨は、いずれも我国でも屈指の行楽地や観光地であり、国立を初め とす る

一般既成市街地に景観保全を 目的として行使 され る地区計画を正 当化す る先行事例 とはな

らないとい うものである。

また、①②④⑤⑦は、地価水準はせいぜい20万 円/㎡ の地域に於 ける地区計画であ り、

33た だ し、戸辺:前 掲 書、p.99、 は、「マ ン シ ョン近

隣紛 争の頻 発 を受 け、住 宅地 を多 く抱 える区部 では

環境 を優 先 させ て絶対 高 さ制 限を設 ける ところが増

加 してい る」 と述 べ、補表1の2004年5月(新 宿区

のみ2005年12,月)都 市計画決 定高度 地 区を挙 げて

い る:

34し か し、上述 の様 に、 その策定過 程で広 範 囲の土

地所 有者 で ある明和地所 が排 除 され てい る点 等、 こ

れ まで我 国の都 市計画 が育 んできた 「平等 な」 市民

参加 の原則 を犯 す もので あった点で、 わた く しは こ

の地 区計 画には問題 が多い と考える。

35本 表 作成 には東京大学都 市デ ザイ ン研 究室 の協力

を得 た。 記 して感 謝 します。 また、千代 田区 六番 町

補表1:東 京都 に於 ける最近の高度地区指定

自治体Il規 制内容

文京区 45m絶 対高、35m絶 対高

墨田区 35m絶 対高、28m絶 対高、22m絶 対高、22m第3種 高度

目黒区 45m第3種 高度、45m第2種 高度、30m第1種 高度、20m第3

種高度

世田谷区 45m第3種 高度、45m第2種 高度、30m第1種 高度

練馬区 17m第3種 高度

葛飾区 16m絶 対高、10m第2種 高度、10m絶 対高

江戸川区 16m第2種 高度の規制地区

新宿区 60m絶 対高、50m絶 対高、40m絶 対高、40m第3種 高度、30

m絶 対高、30m第3種 高度、30m第2種 高度、20m絶 対高、

20m第3種 高度、20m第2種 高度、20m第1種 高度

青梅市 12m第3種 高度、12m第2種 高度、10m第2種 高度

町田市 31m絶 対高、31m第2種 高度、31m第1種 高度

清瀬市 12m絶 対高

三鷹市 35m絶 対高、35m第3種 高度、25m絶 対高、25m第1-3趣 高

度

の地 区計 画に関 しては、川原 晋 「六番 町で実 現 したダ ウン ゾーニング型地区計画一住民要請 型の地区計画

指定 にい たる経緯 」『季刊 まちづ くり』第5号 、2005年1月 、pp.54-64、 を参照の こと。

36久 米良 昭 「国立マ ンシ ョン訴訟 問題へ の意 見書」、 乙第244号 、2004年2,月6目 。(国 立マンシ ョン紛

争の民事 訴訟で、主 に東京大学都 市デ ザイ ン研 究室意見書(甲 第178号;2002年12A13日)に 対 し明

和地所側意 見書 として提 出 された もの。)
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35万 円/m2の 地価水準の国立マンシ ョン紛争 の敷地 と同一に論 じるのは不動産実務 的に

粗雑であるとい うものである。

ところが、これ らの批判が全 く通 じない事例がある。⑩である。行楽地 ・観光地でもな

く我国の居住系既成市街地の中で も最高水準 とも言 える場所に位置する千代 田区で、既成

市街地 との尺度の齟齬 を来す建築物の抑 止を狙った地区計画が成立 しているわ けであ り、

従って、これは全国に対す る先進事例 として銘記 されて良かろ う。

無論、既存住民主導で策定 されたとす る批判 はあろうが、それが充分に有効でないで議

論であるのことは、既 に2-2-2で 論 じた通 りである。潜在住民の勘案 は上位の政治決定に

待つものであ り、それがな されていない以上、既存住民が現在の住環境保全のための手段

表2既 成市街地の中で建築物の高度規制を実施している地区計画の事例

Noi都 市名1地 区計画名称1決 定年1地 区の概要1用 途地域1最 高高度1地 区計画の背景 ・目的

0 愛知県

名古屋市

山中地区 1985 丘陵地に位置してお

り戸建住宅を中心と

した交通至便な良好

な住宅地

第2種 中高層

住居専用地域

20m(幹 線

道路沿道)

12m(住 宅

地内部)

マンション立地による住環境悪化

を防止し良好な住環境の保全のた

め建築協定(1983年)か ら移行し

た。幹線道路幅員は24m

0 奈良県

生駒市

鹿ノ台地区 1990 昭和40年 代に開発

された整然とした戸

建て住宅地

第1種 低層住

居専用地域/

第1種 中高層

住居専用地域

10m(1中

層地 区内)

9m(1低

層地 区内)

1984年 にマンション建設計画によ

る紛争が起きたことから協議会を

組織し、市に地区計画案作成や違

法建築防止等を働きかけた結果策

定された

0 京都府

京都市

中京麩屋町通

笹屋町地区

1992 京都御所のすぐ南方

にあり、約40世 帯が

居住する家具店や町

屋が軒を連ねる地区

近隣商業地域
/商業地域

15-20m 「まちづくり憲章」と 「建築協定」

に引き続き、ワンルームマンショ

ンや高層建築物の建設を抑止する

ため策定された

④ 大阪府

吹田市

津雲台5丁 目

地区

1995 低層住宅地を中心と

した地区

第1種 低層住

居専用地域/

第1種 中高層

住居専用地域

IOm 中高層住居専用地域に於ける高層

マンション建設を契機に、低層の

地区も含めて用途や高さの最高限

度を定めるため策定された

C 兵庫県
尼崎市

富松北地区 1995 戸建て住宅を中心と

した交通至便で閑静

な住宅地

第1種 低層住

居専用地域/

第1種 中高層

住居専用地域

14m 周辺環境になじまないマンション

開発が進行し、良好な住環境の維

持が困難になりつつあった状況

で、用途や高さの最高限度、壁面

後退等を定めるため策定された

⑥ 茨城県

水戸市

常磐元山地区 1996 偕楽園に隣接 し、ま

た中心市街地の後背

に位置する良好な住

宅地

第2種 住居地

域

15m マンション紛争に端を発し、住民

の発意によって住環境維持のため

策定された

0 福岡県

福岡市

早良区

藤崎地区 2000 戸建てを中心 とした

閑静な住宅地。管理

組合を創設 し住民間

の協定により住環境

の維持に取 り組んで

きた

第1種 住居地

域/第2種 住

居地域

lOm 続発したマンション紛争への自衛

手段として、住民主導でゆとりあ

る街並みを維持するために策定さ

れた

⑧ 東京都

新宿区

内藤町地区 2002 新宿御苑に隣接した

緑豊かな住宅地

第1種 住居地

域/近 隣商業

地域/商 業地

域

10m(住 居

地域)

建築基準法限界の高層マンション

の増加に対して危機感を抱いた住

民が、地区計画策定要望書を区に

提出して策定された

0 東京都
渋谷区

表参道地区 zooz 青山通りから明治神

宮までのケヤキ並木

を有する通 りの沿道

商業地域 30m 表参道沿道の良好な景観と都市環

境の維持増進を図り、魅力ある街

並みを形成するために商業地区に

対 して策定されたもので、都心部

の繁華街での高度制限が初めて盛

り込まれた

10 東京都

千代田区

六番町奇数番

地地区

2004 江戸時代の旗本屋敷

の基盤を受け継ぎ、

比較的敷地規模の大

きな都心住宅地

商業地域/第

1種住居地域

30m(商 業

地域)

22mか25m

(第1種 住

居地域)

バブル期の急激な業務化 ・商業化

で人口が減少した上に、1990年 代

後半からの開発圧力に対抗するた

め、住民が早稲田大学佐藤滋研究

室の支援を受けて策定した
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を執 るこ とは正 当化 され よう。潜在住民受け入れ のための規制緩和が必要 と政治決定され

るまでは、環境 には一度破壊 され ると回復が困難 とい う不可逆性があるのだか ら、規制に

より良好 な状態 を保 ってお くのが得策なのことは明らかなのである。

従って、現時点では市民の合意形成ができ、かっ策定過程が民主的でさえあれ ば、都市

居住の急増 が惹起す る景観 問題 に対 して最 も有効な方策は地区計画 と言 うことがで きよ

う。また、建築協定(建 築基準法第4章)の 運用等 も考 えられ、重い景観法の助 けを借 り

なくて も地域環境制御の手段はあるわけである。

2-4.高 度 問題 を巡 るパ リ市 の対応 例:

2-4-1.パ リに於 ける都市居住の急増が惹起 した景観問題の歴史:

さて、では外 国ではこの様 な問題が如何 に扱われているかを見てみたい。 ここでは、わ

たくしの研究対象で とのあるパ リ市の事例 を紹介す る37。

図8前 面 の サ ン ・マル タン運河 を空地 と見 な

す こ とで高度 の大幅 な緩和 を得 て建 設 さ

れた集合住宅

図9建 築 線 か らの後退 距離 に比例 した高度 の

利得 に より 「鋸 の歯」 と揶 揄 され る既 存

の街 並 み との不揃 い を惹起 した指導都 市

計画 プラ ンの形態規制

パ リで都市居住の急増が景観問題 を惹起 し

たのは1960年 代 のこ とである。 高度成長期

の人 口の都 市集 中に対応す るため、1958年

12月31日 の政令(d馗ret)で 策定が命 じられ、

1959年 か ら適用 された指導都市計画 プラン

(PUD)は 、建築形態 に関す る大幅 な規制緩

和を実施 した。その内、伝統的都市景観齟齬

を来 した要素は以下の通 りである;

①街路以外の前面公共空間、即ち、線路、公園、

或いは水路等が前面空地と見なされることとさ

れたことで、既存都市組織の中に壁面線は従来

のものを尊重するものの、高度の面で周囲と大

きく尺度の異なるものが建設される[図8];

②自動車交通の円滑化のため、壁面線をセット・

バックさせ、それに比例した高度の割り増 しを

付与するとい う伝統的外枠線決定法とは異なる

それが採用され、壁面線 ・屋根線共に周囲の既

存都市組織 とは不揃いの街並みが形成 される

[図9]。 市民はこれ を鋸の歯(dentsdescie)

と揶揄した;

37以 下 の 記 述 の 詳 細 は 、鳥海 基 樹 『オ ー ダー ・メイ ドの 街 づ く り一パ リの 保 全 的 刷 新 型 「界 隈 プ ラ ン」』京 都:

学 芸 出版 社 、2004年4月 、pp.31-52、 を 参 照 の こ と。

128



住まいの風土性 と持続性を恢復するために都市設計は如何にあるべきか(鳥 海)

③とりわけ市の周縁部の不衛生街区等で、スクラップ ・アンド・ビル ド方式で、スラブ状 ・タワー

状の巨大集合住宅群が建設され、さらに歩車分離思想の下、人工地盤上に公共空地が取られる。

では、上記の結果生 じた新規建設物 と既存都市組織 との尺度の齟齬が問題視 されたのは

何時であったのか。

少 なくとも1960年 代はそ うではない。確 かに、パ リ都市計画ア トリエ(APUR)が 、

1967年7.月3日 のパ リ市議会に於いて、 当時策定 中だった土地基本法(LOF)の 精神を

先取 りして創設 された ことは看過できないかも知れ ない38。 しか し、これは時代の大 きな

うね りの中にあっては如何にも微温的措置 に過 ぎなかった。実際、この時期 の周縁区の大

規模再開発 の議論に際 して景観 は殆 ど全 く問題 とされず、例 えば、1968年1A13-14日

のパ リ市議会に於けるベル ヴィル地区のそれのための審議で、地区固有の景観の保護 を唱

えたのは一議員 に過 ぎなかった39。
メリソワサンチュイット

ところが、同 じ年の5Aに 大事件が勃発する。 「68年5.月(Mai68)」 と呼 ばれる学生

の社会的異議 申し立てで、これは西洋近代 の物質主義への深い失望を顕在化 し、政治体制

を初め とする全 ての既成 の価値観 の再考が求め られるようになる。無論、環境問題 との連

関もあ り都市計画 もそれ を免れ得 なかった。 ピエール ・ラヴダンはそれが明確 に刻印 され

た変 曲点 として、大統領 がジ ョル ジュ ・ポンピ ドゥからヴァレリー ・ジスカール=デ スタ

ンに代わった、1974年 を挙げる:

「そう、1974年 に都市のコンセプ ト、そして恐らく生活のコンセプトに於いて変化が起こったと

思われるのだ。既に数年前に生起していたとはいえ、いわゆる環境の概念と生活の質のそれとが明

解に現れたのである。い うなれば、人間的環境の質の概念、とりわけ人間的尺度に立脚 したそれを

確立したいという欲求である。」40

そ して早 くも1976年 、文化財保護法制の専門家フィ リップ ・プ レシェは、近年策定 の

進んでいる 「詳細かつ保護指向の土地 占用プラン(POSfinetprotecteur)」 を、保全地区

と並ぶ都市計画 による都市保全の手法 として推す に至っているのである41。 その上、議論

は専門家の円環には閉 じてはいなかった。当時パ リ都市計画ア トリエで土地 占用プランの

策定に当た っていたフランソワ ・グ レテールは以下の様に証言するのである:

381983年 の 地方 分権 ま で 、 基礎 自治 体 の 一 般 的 法 定 都 市 計 画 の策 定権 は 国 の機 関委 任 事 務 を執 行 す る 県

に あ っ たた め 、パ リの1977年 の 土地 占用 プ ラ ン策 定 も行 政 手 続 き上 は県 に よ る。 しか し、 パ リは 市 に し

て県 とい う重 層 的 地 方 自治 体 で もあ り、 か つ そ の策 定 主 体 は 国 、 県 、 及 び 市 等 が 出資 母 体 の非 営利 都 市

計 画 シ ン ク タ ン ク のパ リ都 市 計 画 ア トリエ で あ っ た た め 、 実 質 的 には 基 礎 自治 体 で あ る市 が全 権 を 掌 握

してい た と言 え 、1983年 の 地 方 分 権 は 現 状 の 公 式 化 に過 ぎ な い。 因 み に 、 土 地 占 用 プ ラ ン の策 定 に 関 し

て基 礎 自治 体 が 全権 を 掌握 す る こ とを保 証 して い る の は 、都 市計 画 法典 規 則 編 第123-2条 で あ る。

39LAVEDANPierre,Histoiredel'Urbanisme澑aris,NouvelleHistoiredeParis,Paris,Hachette,2e馘ition

avecsuppl駑ent(1974-1993)deBASTIEJean,1993,p.539.

40ibidem,p.533.

41PRESCHEZPhilippe,ｫPlanificationurbaineetsauvegardedescentresanciensｻ,dansMonuments

Historiques,1976,ri5,pp.2-13,p.3.
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「規則に対する建築家の立場と、それを策定し、適用 ・解釈する機関のそれとの問に、世論という

第三のパー トナーがいた。」42

また、1975年12,月31日 法43に よって、パ リ市に対する国の行政監督権が部分的に撤

廃 され、それに伴いそれ まで官選 の知事によ り統治 されてきたパ リ市に市長の設置が可能

とな り、1977年3.月25日 にジャック ・シラクが選 出されたことも見落 とせ ない。 実際、

彼 自身の回想に拠れば、就任第一声は 「もうパ リにタワーは要 らない」だった44。

そ して この1977年 は、フランソワ ・シャランも指摘す る様 に45、都市計画理論の上で

もパ リ固有の既存の都市組織の形式を再認識 しようとす る動きが活発化 した年でもある。

即 ち、 と りわけそれまで ヴェネ ツィア学派の影響下に実践 されてきた、敷地 を基礎単位

とした建築類型論(typologie)46へ の懐疑の声が挙が り47、フィリップ ・パヌ レら建築大

学校 ヴェルサイユ校 のグループが、それ と都市形態論(morphologie)を 止揚 させた 「都

市形態関連型建築類型論」(typomorphologie)を 旗 揚げ した。そ して 「都市形態一街 区か

らスラブへ」48の出版 によ り、戦後進行 した街区(精ot)型 都市形成から 「一団の都市計画

(urbanismed'ensemble)」 への変化を否定 し、街 区の構成単位 とした建築 とい う視点を

提示 していったのだ。また、アン トワンヌ ・グランバ ックが、 厂都市の上に都市をつ くる」

ことの必要性 を喧伝 していった時期なのである。

従って、パ リとて1960年 代に始まった既存都市組織 と大きく尺度 の異なる建築物の抑

止施策 を確 立 したのは1970年 代後半に過ぎない。

2-4-2.1977年 の土地占用 プラン(POS):

さて、ではこの様な批判 的道程を経て策定 された1977年 の土地 占用プランとは如何な

るものだ ったのか。

まず、パ リ市が新たに策定す る都市計画の 目的を明確に宣言 したのが、土地 占用プラン

策定中の1975年 に発行 されたパ リ都市計画ア トリエの広報誌 「パ リ・プロジェク ト(Paris

42Directiondel'Architectureetdel'Urbanisme,ｫLePOSdeParis,fruitden馮ociationｻ,dansVille-

architecture,nｰ3:ｫLib駻erl'精ot?ｻ,janvier1997,p.14.

43こ の 行 政 権 限 上 の 大 転 換 に 関 し て は 、PEZANTJean-Louis,<<LenouveauStatutdeParis-Loidu31

d馗embre1975>>,dans1>�eset騁udesdocumentaires,nos4332-4333,9novembre1976,60p.、 を 参 照 の こ と。

44(entretien),ｫVudel'H�eldeVille-EntretienavecJacquesChiracｻ,dansLeD饕at,nｰ82,pp.46-63,p.53.

45CHASLINFran輟is,ｫ1945-1995:Cinquanteansder饌lisationsurbainesetarchitecturalesｻ,dans

Urbanisme,nｰ290,septembre-octobre1996,pp.51-59,p.58.

46例 え ば 、BOUDONFran輟iseetCHASTELAndr�,Syst鑪edel'architectureurbaine-LequartierdesHalles

澑aris,Paris,CNRS,1977、 に 代 表 され る 業 績 が 残 され て い る。

47こ の 変 化 に 関 して は 、PEROUSEDEMONTCLOSJean-Marie,<<L'Architectureurbaine>>,dansRevue

del'Art,no39,1978,pp.95-97、 が 簡 潔 か つ 手 際 良 く ま と め て い る 。

48PANERAIPhilippeetal.,Formesurbaines,del'精ot瀝abarre,Paris,Dunod,1977,r鳬dition,Marseille,

Parenth鑚e,1997.因 み に 本 書 は 、 フ ィ リ ッ プ ・パ ヌ レ 他(佐 藤 方 俊 訳)『 住 環 境 の 都 市 形 態 』SD選 書

220、 東 京:鹿 島 出 版 会 、 と して 邦 訳 さ れ て い る が 、 私 見 で は 「住 環 境 の 都 市 形 態 」 と い う翻 訳 で は 、 街

区 型 都 市 形 成 か ら ス ラ ブ 状 の 建 物 に よ る そ れ へ の 変 化 が 皆 目解 ら な い 。
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図10土 地占用 プラン策定中の1975年 に発

行 されたパ リ市都市計画広報誌 「パ リ・

プ ロジェク ト」の表紙に は 「土地 占用

プラ ンの規則 とパ リの景観」 という見

出 しがあ り、都市景観 が最優 先課題 で

あるこ とを うかがわせる

図111975年 の 「パ リ・プロジェク ト」では、

名指 しとも言 える形 で伝統 的街並 み と

の不 調和 を来す建物 の写真 を掲載 し、

都市景観 の恢復への意思 を明確 に した

Projet)」第13-14号 であった。 とい うのも、表

紙には 「土地 占用プランの規則 とパ リの景観」

とい う見出 しがあり、都市景観が最優先課題 で

ある ことを うかがわせてい る[図10]。 また、

内容 もそれ に即 したものとなっているが、いく

つかの不調和 な建物 の実物写真 を掲載す るな

ど、所有者か らの抗議 も辞 さない護民官精神の

強い姿勢が看取できる[図11]。

そ して、 このプランの策定時に決定的 となっ

た概念 が既存都市組織49で あ り、それ に立脚

したフランソワ ・ロワイエの都市調査が大 きく

貢献 した50。

つまり、それまで先験的に更新すべ き都市組

織 とされていた界隈が、ひ とまず既存都市組織

として宙刷 りにされた上で熟慮の対象 とな り、

その上で当該地区の整備方針 を考察すべきであ

るとい う考 え方が生まれたのだ。そ して、それ

が画期的であったのは、文化財の保護i、既成市

街地に於ける新 しい建設物のあ り方、そ して既

成市街地 と断絶 しない再開発のあ り方の提案 を

含んでいた点であった。

これ を受け、土地 占用プランの中で都市景観

(paysageurbain)と い うキイ ・ワー ドが重 要

な役割 を演 じることになる。最 も汎用的な国語

辞典のひ とつである 「グラン ・ロベール仏語辞

典」 は、景観(paysage)と い う単語の説 明の

中で、「都 市景観」 とい う表現に対 して、「(1965

にかけて)都 市景観(摩 天楼(Gratte-ciel)の 第2の 引用を参照)、 アメ リカ都市の景観」

とい う説明を与 えている51。っま り、 どうや ら英米語か らの影響下、この成句が成立 した

様 なのだが、パ リはすか さずそれを活用 したわけだ。

49SUBILEAUJean-Louis,Propositionspouruntraitementdiff駻enci馘estissusurbainsdesarrondissements

p駻iph駻iques,documentinternedel'APUR,d馗embre1973,Doc.APUR:INT.45.

50こ れ は 後 に 、LOYERFran輟is,,ParisXIXesi鐵le-L'immeubleetlarue.,Paris,Hazan,1994、 と し て 一 般

的 に 出 版 さ れ る に 至 る 。

51LegrandRobertdelalanguefran軋ise,t.7,2e馘ition,Paris,Robert,1989,p.199.
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では、その様な背景の下策定 された1977年 土地占用プランの景観規制は如何な るもの

であったのか。

簡単に言えば、1958年 の指導都市計画プランの前の規則への回帰、即ち1902年 の規則へ

の帰順であった。そのため、まず、同プランは基本的にセ ット・バ ックを禁 じ、 コーニス

高度 と最高高度の組み合わせ方式を導入 した上で、それ を全般的に引き下げた[図12]。

また、業務系容積率を大幅な低減 させ る一方、居住

図121977年 の 土 地 占用 プ ラ ンが

回帰 したパ リの伝 統的 な建物

外枠線の決定 スキーム

系容積率は微増 させた。 さらに、それ らの指定は、地

区・街路特性を考慮 したきめこまやかなもの となった。

この様 に、高度規制の強化が一般的法定都市計画の

枠組みの中で機動的に実施できる点が、我国 と大いに

異なる点である。上述の様に、我国では高度地区や景

観法による景観地区の対象は実質的に歴史的環境 に限

定 され、地区計画による高度規制 もわずかな範囲に留

まる。 しか し、パ リでは高度規制 を市全域に展開可能

なのである。 また、 日本では財界の反対でおおよそ実現 しないダウン ・ゾーニングの実施

も市の権 限で行 うことができる。

ともあれ、その背景には、既存都市組織 と大きく尺度の異なる建築物が増加す るのをこ

れ以上許 さないとい う市民の声であ り、それが時間はかかったものの市政が着実に都市計

画に反映 させたのである。

ところで、昨年実施 され た土地 占用プ ランに置換す る地域都市計画プラン(PLU)策

定に関す る市民アンケー トに際 しても、仮に市の周縁部であって も高層建築を建設す るこ

とには市民の約6割 が反対を表明するな ど、既存都市組織 との大きな齟齬をきたす建物へ

の嫌悪感 は根深い と言って良い52。

パ リは1960年 代の失敗 に学び、東京、そ して 日本は失敗 の上塗 りを重ねている。

2-5.紛 争予備 軍 と しての意 匠 問題 とパ リ市 の対応例:

2-5-1.紛 争予備軍 と しての意匠問題=

これまで概観 してきた様 に、都市居住の急増が惹起する景観紛争で問題 となるのは高度

であ り、意匠はまず問題にされないと言って良い。 これにはふたつの理由がある:

・設計図が公開されることのない日本の建築確認システムに於いては、高度の情報が先行すること;

52な お、 このア ンケー トの結果 に関 しては、鳥海 基樹 「高層 ビル建設 に 『ノン』 を突 きつ けたパ リ市民

一2つ の都市計画ア ンケー ト速報」『日経 グローカル』2004年12月6日 号、pp.42-45、 を参照の こと。余

談なが ら、 ロン ドンでも超高層 ビル論争が あるが、 ロン ドン計画諮問委員会が1998年 にま とめた報告書

で は 「ロン ドンは、世界都市で あるために必ず しも超高層 ビルを必要 としない。二等 の都 市が権威付 け

のた めに超 高層 ビル を必要 としてい るので ある」 とされ てい る。(福 川裕一(他 著)『 持続可能な都市一欧

米 の試み か ら何 を学ぶ か』東京:岩 波書店、2005年 、p.97)
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・意匠は実施設計の段階でかなりの部分変更可能であること。

また、高度 を除 く建築形態が問題 となることもない。これも上記同様に、設計変更で対

応可能であることが大半なためである。例えば、水平方向に単調に長大なスラブ状マンシ ョ

ンが計画 されても、高度 さえ住民意識 を刺激 しなければ紛争 は起きに くく、裁判沙汰 とな

るのは皆無 と言って良い。

さて、上述の様に、景観法の定めるところの景観計画区域や景観地区は、高度を巡る紛

争 の予防措置 とはな り得ない。 また、地方 自治体 の条例 が無力であることも同様である。

一方、それ らの手法 に拠れば、形態 ・意匠は景観行政団体の首長 により強制す ることがで

きる。また、地区計画でも建築物の形態 ・意匠の制御が可能 となってい る53。

しか し、だか らと言って、以下の理 由か ら楽観視す ることはできない:

①とりわけ意匠の制御は、表現の自由に抵触するという、特に建築家からの反発があること;

②仮にその公益性の合意が形成されても、それを規則として如何に記述するか、計画技術は必ずし

も確立されていないこと;

③規制内容が、本当に妥当で反証可能なものであるのか、証明するのが困難であること。

2-5-2.パ リ市 の 対 応 例:

そ こ で 、 こ こ で もパ リの 事 例 に 学 ん で お くの も無 駄 で は あ る ま い 。

パ リの建 築 規 制 は基 本 的 に形 態 規 制 で あ り、ヴ ォ リュ ー ム の 制御 以 上 の事 項 は な い。しか し、

1990年 代 か ら よ りき め こ ま や か な 地 区 計 画 の 策 定 が 着 手 され 、 こ れ らは 特 別 土 地 占用 プ ラ

ン(POSparticulier)、 或 い は 界 隈 の 土 地 占用 プ ラ ン(POSdequartier)と 呼 ば れ た54。

図13法 の 死角 であ る凹部 を大 々的 に形

成 した上 に痛 覚 を刺 激 する様 な意

匠 に よ り意 匠 によ り区長 を激怒 さ

せたエスペ ランス街13番 地 の建物

その中でも、意匠問題が焦点 となったのがパ リ

第13区 のビュッ ト・オ ウ ・カイユ特別土地 占用

プランである。

土地 占用プ ランによる形 態規 制では、バ ル コ

ニー等が例外的に建築線 を超 えて街路等の公共空

間に張 り出す ことを認めている。 しか し、建物が

敷地内に一部後退す ることに関しては無関心であ

る。その結果建設 されたのが、エスペ ランス街13

番地の建物 である。法の死角を突いたこの建物の

ファサー ドには醜い屏風上の凸凹が意匠 され、さ

らに鋭角的な端部が人間の痛覚 に訴 えることが、

ジャック ・トゥーボン区長を激怒 させた[図13]。

その結果策定 され た特別 土地 占用 プランでは、

53阿 部 、前掲書6、 も意匠の許 可制導入 は法律 論的に も充分 可能である と述 べている。

54こ れ らのプ ランの詳細に関 しては、鳥海 『オーダー ・メイ ドの街 づ くり』前掲書、を参照 のこと。
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歩道か らの高度3mと コーニスに挟まれ る部分 のファサー ドは、3分 の2以 上が建築線上

にならない とされた。

無論、 これ を意匠の規制 と言 うにはやや 問題 があろ う。所詮は形態上の規則 と言われて

しまえばそれまでである。

寧ろ、意匠規制 は 日本の方が進んでい る。 とりわけ歴史的環境 内での地域固有の様 式の

半ば押 し付けに関 しては、厳格な制度で知 られるフランスでも比類がない。 しか し、機動

性 とい う点では上述の例を含め、パ リや フランスに於ける取 り組みは参考となろう。

3.② 都市型集合住宅未成熟問題

3-0.マ ン シ ョンの建 築類 型学1

我国の都市部で建設 される集合住宅、いわゆるマンシ ョンは、敷地形状にも拠 るが、概

略以下の3類 型 に分類で きよ う:

①片廊下型で反対側に窓やバルコニーの付くスラブ状のもの;

②全面がファサー ドのタワー状のもの;

③いわゆるペンシル ・マンション。

①のスラブ状マンシ ョンは、我国の集合住宅の建築類型で最 も頻繁に採用 され るもので

ある。「全戸南向き」等、販売時に良く聞かれ る謳い文句が、その割合の多 さを象徴 してい る。

しか し、この類型の集合住宅は、以下の点で都市性の向上には貢献 しない:

・周辺市街地と齟齬のある高度だと景観紛争が惹起される点;

・仮に高度に節度があっても、連担したところで街並みを形成する建築計画や建築意匠を兼ね備え

ていなく、自己の敷地内で完結している点。

そもそも、 この類型の集合住宅は、かつての町屋の伝統の上にあるものではなく、戦後

のニュー ・タウンで供給 された、いわゆる 「団地」タイプの集合住宅 と、都市部で敷地に

余裕 のある地主が副業 として営んだ、いわゆる 「庭先アパー ト」が巨大化 した もので、い

ずれにせ よ都市形成 の原理を孕んだ ものではない。従って、次節で論 じる ドミノ・マ ンシ ョ

ン問題の被害者 かつ加害者 となる。

②のタワー ・マ ンシ ョンは、多 くの場合、総合設計制度(建 築基準法第59条 の2)を

利用 して建設 され るものである。総合設計制度 の趣 旨のひ とつは、容積率の緩和を条件 と

して敷地内に公 開空地 を確保 させ ることにあ り、 これは通風等の生態学的環境や地表面で

の低密化 によ り防災的な環境 の向上を図ることにある。そ して、現在建設 されている多く

の高層マ ンシ ョンは、この趣 旨に合致するとして容積率や斜線制限が緩和 され、その結果、

高層化が実現 している。

しかし、この類型の集合住宅は、以下の点で都市性を損な うことが多い:
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・周囲の街並みと高度の点での連続性がなく、上で論じた景観問題や日照問題を惹起することがあ

る点;

・別段環境上の問題がない地区でも公開空地さえ取れば規制緩和を享受でき、公益と私益の トレー

ド・オフが成立していない点。っまり、私的部門のただ乗 りが成立する点。

そもそも、建物 を高層化 し足下に空地 を取るとい う発想は、ル ・コル ビュジェを祖 とし

て語 られ る、いわゆるモダニズムの都市計画の文脈上 にある。 これは、衛生上の要請 と自

動車社会への応答を理由 として構築 された都市設計言語だが、欧米諸国で多 くの破綻事例

を見たものである。我国で も、かつての住宅 ・都市整備公団がしばしば先駆的 に採用 した

が、欧米 の失敗の鉄 を踏まず、「ポイ ン ト・タワー」等の呼称 で中層集合住宅 と組み合わ

せて採用 され、文字通 りニュー ・タウンにアクセン トを添える建築形式であった。

しか し、今 日、多 くのタワー ・マ ンシ ョンは、周知の都市の文脈 にはお構いなく、また都

市設計への意思 も持たないままに建設 され続けている。

③のペ ンシル ・マ ンシ ョンは、いわゆるペ ンシル ・ビルの集合住宅版である。 これは、

しば しば用途築城の商業地区(通 常、建蔽率80%、 容積率400%)に 於いて、 「鰻の寝床」

と言われる短冊状の敷地や、相続時に細分化 されたそれ に建設 されるものが多い。 さらに、

その狭小敷地に、各戸の水平投影面積が小 さく済む こともあって ワン ・ルーム型のユニ ッ

トを 目一杯 に詰 め込んだプランで建設 され る場合が多い55。つま り、以下の点で都市性 の

向上には貢献 しに くい:

・しばしば、周辺の住宅地と大きく異なる尺度で建設され、時に日照紛争や景観紛争を惹起する点;

・本来であれば、住宅には様々なヴァリエーションがあって然るべきところ、ワン・ルーム型のも

のばかりが供給されがちな点;

・上記②のタワー ・マンションの異なり、総合設計制度を使用しないで建設されることが多く、高

密化の対価としての空地の創出に貢献 しない点。

また、④いわゆるミニ開発問題 も看過 できないが、本稿では紙幅の都合もあ り割愛す る。

3-1.ド ミノ ・マ ンシ ョン問題=

以上の様 な都市型集合住宅 の未成熟 と、その配置規則の未確立が惹起する象徴的問題が

ドミノ ・マンシ ョン問題である。

ドミノ・マンシ ョン問題 とは、例 えば良好な日照の享受 を謳い文句に販売 されたマンショ

55無 論 、 ワン ・ルー ム ・マ ンシ ョンの増 殖の背景 には、① 近年 の銀行 の不 良債権処理 の加速 によ り、焦

げ付 いた土地 を駐車場 の様 な一 時的利 用か ら多 くの収入 の見込め る不動産事業 に転換 しよ うとい う動機

や 、そ うであ るな らば、②回転 が速 く、借 家人 の立 ち退 き調整 の費用 を最小 に見込 めるこ とか ら、都 心

部 での賃貸 マ ンシ ョンで採用 され がちであ る とい う傾 向、 さらに、その資金調達 に関して も、③低金利

時代 にあって、銀行預金等 よ りも金利 が大き く投資信託等 よ りもリス クが小 さい こ とか ら、不動産 の証

券化 の流行 とも相俟 って個人投資家 に とって魅力的 である:事実等、敷地形状 に関係のない社会経済 的理

由が少 なか らず存在す る。
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ンの南側 に、同様に良好な 日照の享受 を謳い文句 として販売 され るマ ンションが建設 され、

当初建設 されマンシ ョンの日照が阻害 され るとい うもので、 これが連鎖 して起きるために

「ドミノ」 とい う名称が付いた。

この問題 としては、埼玉県さいたま市浦和の事例が有名 である。 ここでは、4棟 のマ ン

シ ョンが連続 して建設 されたために、当初販売 された3棟 のマンシ ョンの初期的環境条件

は全 くと言って良い程破壊 されてい る[図14コ 。

大きな理由は、以下の3点 である:

・上記のスラブ状マンションがドミノになった状態で、それはそもそもはニュー ・タウンで計画的

な隣棟間隔で建設されることを前提としたものだから、それが狂 うと適切な住環境を保証できな

いため;

・対象地域は用途地区上の商業地域で、日影規制がなく、斜線制限も実質的に機能しないため。そ

もそも、商業地域に住宅が建設可能であることを前提としながら住環境確保の施策がない点が問

題である;

図14さ い た ま 市 浦 和 区 の ド ミ ノ ・ マ ン

シ ョ ン 群(www.asahi.com/national/

update/0429/010.html)

さらに言えば、我国の都市計画規制の単位は敷地

であり、街区として建物が集合 した際に住環境が

どうなるのかを全く考慮していないため。例えば、

或る既存の建物に対し、個々の新規建設物の日影

は基準内に収まっていても、それらが複合すると

終日日の当たらない状況が現出し得ること。

風土 とは生態象徴的であるべきだが、我国の

都市にあっては、景観 とい うどちらか とい うと象

徴的環境の保全はおろか、 日照や通風 とい う生態

学的環境の確保す ら困難になっているのである。

3-2.パ リの都市 住 宅地 の形成 原理=

これは、つまるところ、青木仁が指摘す る様 に、信頼できる空地は公共空間 しかない と

い う都市建築 の原則を忘却 していることに起因する56。即 ち、隣接する敷地で何が建設 さ

ようとも、街路等の公共空間を生態学的環境確保の源泉 としておけば通常は問題 がないは

ずなので ある。きつい言い方をすれば、隣地所有者性悪説に徹 し、公共空間所有者性善説

に拠 るべ きなのである。

そ こで、マンシ ョン紛争同様、パ リの事例を見てお こう。キイ・ワー ドは、中庭(cour)

である。

中庭型住宅の歴史 とメリッ トは多 くの識者 によ り明 らかにされているが、それは 日本の

56青 木 仁 『快 適 都 市 空 間 をつ く る』 東 京:中 公 新 書 、2000年 、p.30一 トp.53。
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町屋 に於ける トオ リニワや 中国の四合院や三合院の囲み庭 、或いはイスラム都市の住宅に

於けるパティオ等、基本的に戸建て住宅の中のもので、稠密な市街地に於いて個 としての

住宅が如何に生態学的環境 を確保す るかに関心がある。 しか し、パ リに於いては、集合住

宅が連担 ・共同して中庭を確保 しようとしてきた歴史があるのである。

それに関 しては、鈴木隆の優れた研究がある57。それに拠れ ば、19世 紀の住宅地開発 に

図15パ リに於 ける集合住宅群 による共同

中庭 の形成過程。 サン ・ジ ョル ジュ

地区の事例

図16ベ ル シー協議整備区域 に於 ける ジャ

ン=ピ エール ・ビュッフィによる中

庭型 街区構成 スキーム

あっては、画地分譲時、家屋の建築 ・譲渡 時、

家屋の建築時、或いは家屋の分譲 ・譲渡時 と時

期 は様々ではあるが、予 め分譲業者が共同中庭

の確保 を敷地取得者に協定 として地役化 してお

くことで、街路 に加え準公共の空地を確保 させ

た[図15]。

そのことで、生態学的環境を確保 し、さらに

当時の建築様式の強固 さによりファサー ドには

微妙な差異 を伴 いつつ も均質感 があったか ら、

多様性を孕みつつも統一的な景観 とい う象徴的

環境も産み出されたのである。っま り、生態象

徴的な都市設計が民間の力で実現 していた。

そ して、この中庭型画地分譲の伝統は現在に

も息づいている。例えば、クリスチャン ・ドゥ

=ポ ルザンパルクはオー トフォルム街 の再開発

に際 し、彼の建築言語 に特有な恣意的形態 の建

物が中庭 を囲む配置を実現 したし、ベルシー協

議整備区域ではマスター ・アーキテク トを務め

たジャン=ピ エール ・ビュッフィにより中庭を

囲む形での配置計画が義務付け られた[図16]。

これ らは要す るに街 区(精ot)で 建物配 置を

発想 しているとい うことなのだが、我国でも適

用に関 しては以下の批判があろう:

・我国の都市形態には伝統的に街区がなく、さらに現

代の都市空間でそれを画定するのは困難であること;

・街区が画定できてもその内部の全ての敷地で一時

期に再開発が進行することはあり得ないから、中

庭形成は困難であること;

57鈴 木 隆 『パ リの 中庭 型家屋 と都 市空 間一19世 紀の市街 地形 成』東 京:中 央公論美 術 出版 、2005年 、

442po
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・さらに、敷地規模が狭小かつ不均質な我国の都市空間で、平等に空地を出し合うという合意形成

は困難であること。

いずれ も正 当な批判だが、それを甘受 して今後 も ドミノ ・マンション現象を容認 し、生

態学的環境の破壊 を拱手傍観 し続けるか、それ とも上記の都市設計システム運用のための

法的 ・経済的システムを整備す ることで紛争の予防措置を整備するか、ひ とえに政策決定

にかかっていると言えよ う。

4.提 言 と結論

4-1.都 市居住 に於 ける持続 性 とは何 か=

以上に概観 してきた様 に、我国の都市居住の急増が惹起する都市設計的問題 は山積 して

お り、であれ ばこそ、 「日本の住まい における風土性 と持続性」を扱 う本研究会は、政策

提言をす るべきだ と考える。ただ、それが都市計画の技術論である必要はない。それは都

市計画の専門家が練 り上 げれば良いのであ り、本研究会の趣 旨か らも外れる。

そこで、原点 に返 り、都市居住に於 ける風土性 と持続性 とは何かを考えてみたい。

まずは、比較的明解 な持続性の問題を考察 してみよ う。 これに関しては、浅見による明解

な整理があるのである。長 くなるが、以下に適宜引用 してみ る:

「都市の住環境を語るときにも、今までのWHOの4理 念、すなわち安全性、保健性、利便性、快:

適性とい う受け身的な住環境概念だけでなく、個々が広義の環境に能動的に寄与していくという観

点から、地球環境を持続可能なものにしていくという意味での環境持続可能性、人々のつながりや

地域の文化の継承といった社会持続可能性、地域発展に寄与し地域の経済的崩壊を防ぐとい う意味

での経済持続可能性という新たな諸軸も入れて、新 しい住環境像を確立する必要性が高まってきて

いる。」58

「市場が機能するように是正するためには、持続可能性を高める行動に対して、補助金や税の形で

調整し、広範な地域で発生する価値や将来の発生する価値をあらかじめ内生化 しておくことが必要

である。例えば、環境税や持続可能性を高める行動に対する補助金がこれにあたる。そのような政

策が実行されれば、持続可能性が形成され、不動産価値に含まれていく。」59

「持続可能性は、状態を記述するのではなく、持続可能性に配慮 して行われている好意や努力を記

述するものでなければならない。ここが、評価指標を選択する上でも発想の転換を必要とする点で

ある。

持続可能性を評価するには、持続可能な社会に資する取 り組みにそれぞれの地域でどの程度取り

58浅 見 、 『住 環 境 一評 価 方 法 と理 論 』 前 掲 書 、pp.iii-iv。

59同 上 、p.22。
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組んでいるかとい うことが指標化されねばならない。」60

「歴史 ・文化遺産の継承のように、どの地域でも共通しているわけではない問題については、保存

することと新たな価値を創生していくことを両方含めて、その活動量や実績量で評価していく必要

がある。」61

「現在、持続可能性を高めていく活動への動機づけは十分ではない。伝統的な4項 目については、

そこに居住する者が享受できる価値であるため、多かれ少なかれ不動産価値に反映され、地域居住

者として、改善していく経済動機がある。 ところが、持続可能性に関しては、将来の価値の保全で

あるため、現在の不動産価値にさほど反映されない。このため、持続可能性を高める経済動機に乏

しい。持続可能性を高める行為が現在十分に市場で評価されていない以上、無意識のうちにわれわ

れは別の選択をしてしまいがちである。

そこで重要となるのが、持続可能性を高める動機づけ施策である。」62

「21世紀に向け住環境という 『富』を蓄積 していく上で、持続可能性の観点を加味した住環境の

なるべ く適正な評価とその価値を市場価値に転嫁させる動機づけ施策の2つ を整備することが喫緊

の課題である。」63

ま とめれば、持続可能性 の構成要素を環境持続可能性、社会持続可能性、そ して経済持

続可能性 と捉え、それ らが地域 で実践 され るための経済的な動機付けを政策化すべきであ

るとい うものである。

その意味では、例えば今次の景観法で、様 々な経済的なイ ンセ ンティヴが準備 されたこ

とは、大い に評価できる点 と言 えよう。

また、例 えばパ リで実施 されている、ファサー ド保存をすれ ば後背地の新規建設行為の

容積率を従前のそれまでは緩和する とい う、既得容積率制度な ども評価できよう。

4-2.都 市 居住 に於 ける風 土性 とは何 か=

都市居住に於ける持続 可能性 に対 し、風土性の定義 は困難である。

例 えば、残念なが ら、地場の材料 を利用 した り地域 の伝統工法を採用す るといった こと

は、不可能ではないが広範 に受容 される解決策 とな り得ない。 わたくしたちは、我国の伝

統的建築が対応不可能な社会を生きなければな らないのである。

ただ、風土性 とい うものが生態象徴的であるとい うことを思い起 こせば、比較的、景観

の考 え方に還元できるのではないか。つ まり、生態学的環境が持続可能性 の概念により保

証 されることを措定すれ ば、象徴 的環境である景観 こそが風土性の概念によ り保証 され る

と考 えてみては如何 だろうか。

60同 上 、P.107。

61同 上 、p.107。

62同 上 、p.107。

63同 上 、p.108。
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そ うした場合に考えられ る批判 は、今 日、我国に於いて市民は明確 な都市の将来像 を共

有 してお らず、従って風土性 を正確に織 り込むのは不可能であるとい う悲観論である。

しか し、 この悲観的批判への回答は単純である。将来像をアプ リオ リに想定せず、市民

で描 き出せ ば良いのである。そ こで重要になるのが、市民参画型の都市計画、即ち街づ く

りであろ う64。例えば、2-3-2で 見た千代 田区六番町の地区計画はその典型である。

しか し、全ての地区でこの様な市民参画型の街づ くりが可能であるとは考えに くい。そ

こで、都市計画の専門家 として、風土性=景 観 に配慮 した都市設計のモデル を提案 してお

こう。それは、以下のふたつである:

①現在存在する歴史的環境資源をなるべく保存 ・活用すること;

②都市居住を最大限推進しつつも、景観紛争が起きにくい都市形態を提案すること。

4-3.風 土性=景 観 の織 り込 み①=歴 史 的環境 の保 全=

歴史的環境は、そ もそ も地場 の限定 された材料 を使用す る等、風土に根差 した ものであ

り、最大限尊重 され るべきである。

問題は、何を残すべきなのか とい う基準の明解 さである。そこで、我国で点的なそれに

適用 される登録文化財 の基準 と、面的なそれ に適用 される伝建地区の基準を見てみよ う:

「登録有形文化財登録基準

原則として建設後50年 を経過したものであって、かつ、次の事項のいずれかを満たすこと

(一)国 土の歴史的景観に寄与しているもの

(二)造 形の規範 となっているもの

(三)再 現することが容易でないもの」

「重要伝統的建造物群保存地区指定基準

伝統的建造物群保存地区を形成している区域のうち次の各号の一に該当するもの

(一)伝 統的建造物群が全体として意匠的に優秀なもの

(二)伝 統的建造物群及び地割りがよく旧態を保持しているもの

(三)伝 統的建造物群及びその周囲の環境が地域的特色を顕著に示しているもの」

しか し、 より地域に根差 した歴史的環境資源 の尊:重には、も う少 し緩やかな基準が必要

である。それが、現在 自治体の景観条例が示す様々な指標だが、ここでは参考 として、パ

リ市グラン ・ブール ヴァール特別土地占用プラン建造物評価基準を掲載 してお く:

「①都市の尺度:

・建物が注目すべき連続性の構成要素である(強 制 された連続性、秩序だった連続性、変化のある

連続性);

・建物(或 いはその位置)が 景観の中で決定的な役割を果たしている(ouiかnon)。

64わ た く しは、既成市街地 に於 ける都市再開発に於 ける街づ く りの視点の必要性を、 「公的不動産 一処分

には街づ く りの視点 も」 とい うタイ トルで朝 日新聞2005年3月31日 に 「私の視点」欄で指摘 した。
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②敷地の尺度:

・布置の漸進性(敷 地の中に漸進的に布置された建物の接合):3段 階評価;

・空間の記念碑的性格(敷 地内部の非建設空間の質):3段 階評価。

③建物の尺度:

・建築の堆積(当 初の建物へのの連続的介入の存否):3段 階評価;

・記念碑的質(建 築の細部の取 り扱い):3段 階評価。」

さらに所見が付加 され、保護が提案 され る。

この評価 手法 は、1990年 代 に特別土地 占用 プランを策定 しなが ら鍛錬 された もので、

今 日までにパ リの都市計画の中で確立 されたものであると言って良い。 これ によ り、現在

策定中の地域都 市計画プランでも多 くの建物が保護の対象 となる予定である。我 国で も、

例えば神楽坂の様な、個々の建築は戦後 のもでも、それ らが群 を形成 した場合 、外部空間

の形状 とも相俟 って市民が愛着 を感 じる空間を評価す る技法 として、参考になるだろ う。

ともあれ、歴史的環境資源 は不可逆財であ り、滅失 して しま うと再生が効かないことを

考え、風土性の一部 として尊重 してゆく論理 の形成が急がれるのである。

4-4.風 土性=景 観 の織 り込 み②=景 観 紛 争 が起 きに くい都 市形 態=

上記 の第2章 及び第3章 で概観 した様 に、我 国では主に高度を主因 とした景観紛争 が後

を絶たず、さらに ドミノ ・マンシ ョン問題 に見る様 な都市型集合住宅形式の未確立が景観

問題のみな らず、生態学的環境の破壊を惹起 している。 これ らを解消す る都市形態 とは如

何なるものなのであろ う。

まず、高層マ ンシ ョンではないことは確実である。確かに、高層マンション群の中に高

層マンシ ョンが建設 され ても景観 問題は惹起 され ない。 しか し、上記の持続可能性の内、

社会持続可能性が困難 な建物形状 こそが高層マ ンシ ョンなのである。上層階に住む と出不

精にな りコミュニテ ィ参加 が不活発 にな るのは しば しば指摘 される通 りである。例えば、

子供の行動環境を長年調査 してきた仙田満 は以下の様 に指摘す る:

「今、 日本の大都市では都市再生という超高層住居の建設が盛んである。100メ ー トルはいうに及

ぼず、地上200メ ー トルに及ぶ超高層住居まで現れようとしている。高層住居に住むファミリーは

出不精になり、閉じこもりがちになると指摘されている。

本来的に子どもたちを育てるのはせいぜい5階 まで、どんなに妥協しても12、!3階 までと思われ

る。子どもたちの生活空間はできるだけ接地型がよいのである。[中略]

私は、4、5階 建ての低層高密で、中庭型のオープンスペースを持つ集合住宅が、これからの日

本の子どもの成育環境として望ましいと考えている。」65

また、気密性 を高めて内部環境 を制御す ることによ り実現す る快適性は、実は空調 の廃

65仙 田満 「子 ども が よ く育つ 街 一街 が子 ど も に 与 え る影 響 か ら」 三 浦展(編 著)『 脱 フ ァス ト風 土 宣 言一商

店 街 を救 え!』 東 京:洋 泉 社 、pp.137-159、pp.152-153。
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熱 による都 市のヒー トアイ ラン ド現象を惹起するとい う、ま さに生態学的環境の破壊 も犯

して しま う66。 さらに、震災時に構造的には持ちこたえられてもエ レヴェータや給水、或

いは換気等の機械設備や ライ フ ・ライ ンが機能 しなくなった際の危険性は しば しば指摘 さ

れる通 りである。

逆 に、低層住宅でもないのも直感的に理解で きる。新古典派経済学者の主張を待つまで

もな く、歴史的環境資源 を除き、都市部に低層住宅が広範 に存在す ることは、潜在住民の

機会費用を奪い、 さらにコンパク ト・シテ ィとい う持続可能な都市形態の形成にも矛盾す

る。 さらに、モクミツと呼ばれ る木造低層住宅地は震災時に大きな被害が予想 され る点等、

問題点 も多い67。

であれば、敷地規模の適正化、かつ街区単位での配置規則 の確立の上でパ リの様 に、7

階か ら10階 程度の中層住宅地 を形成するのが良いのではないか。理 由は、以下の通 りで

ある:

・人間的尺度を保てる;

・景観紛争が起きにくく、景観形成がし易い68;

・生態学的環境の確保がより容易である;

・災害時に安定した活動が可能である;

・コミュニティ形成が可能である。

もちろん、単に中層住宅地 を展開 してゆくのではな く、微地形や眺望景観 、自然要素の

読み込みが不可欠であり、その計画技術の確立こそ都市計画 の責務である。

ただ、以上の実現のために建築基準法第1条 を引き合いに出しなが ら、開発業者や建築

家の善意や倫理を期待するのは、はっきり言って無駄 とい うものである。であれば、市民

の合意の上に構築 された都市計画が、税制 ・補助金等のイ ンセ ンテ ィヴ(或 いはディスイ

ンセンテ ィヴ)の 支援 を組み込みつつ準備 される必要がある。つま り、浅見 らが主張する

持続可能性のための施策のみな らず、風土性のための施策 にも経済的動機付 けを内生化 し

てゆく必要がある。

従 って、「住宅基本法」や 「まちづ くり3法 」 は、量的 目標だけではなく、物的環境 に

関 して、明確な都市像を描いた上で、その実現 を担保す る法的 ・財政的 ・税制的手段を準

備できる法律 とすることが必要であろ う。

66浅 見、『住環境一評価方法 と理論 』前掲書 、p.91。

67無 論、 いわ ゆる下町的 土壌 を有す る地域で は、コ ミュニテ ィの防災意識 が高い ことは事実 である。 し

か し、阪神淡 路大震 災を見ても、それ だけで都 市大火 に対 抗できない ことも事 実である。

68こ れ まで の議論 か ら言 うまで もなく、仮 に高層 マンシ ョン建設 によって潜 在住民の機会費用 が回復 さ

れ ても、そ の結果惹起 され る紛争 によって、既 存 ・潜 在住民双方 に訴訟等 の調停費用が発生 し、それ と

喪失 され た景観価値等 の合計が回復 され た機会 費用を上回 るのであれば、総和 として 当該建物 の建設 は

しない方 が 良い とい う結論にな る。パ リの様 な中層住宅地 を形成す ると、景観紛争 の調停費 用がかか ら

ない し、防災や震災時の復興費用がかか らない とい う長所 も生まれて くる。
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住まいの風土性と持続性を恢復するために都市設計は如何にあるべきか(鳥 海)

最後にひ とつだけやや技術的な提案をすれば、そのためにはや はり形態規制を一般化す

る必要がある。繰 り返 しとなるが、わた くしは、一部新古典派経済学者が提案する容積率

を廃止 し、ロー ド・プライシングや事業所課税で都市をコン トロールできるとい う考え方

には反対である。

確 かに、現行の容積率は総量規制的色合いが濃 く、かつその算定基準や指定手法 も必ず

しも明解 ではない。 しか し、 これまで概観 してきた様に、公法 自ら都市に於 ける相隣環境

に予測不可能性 を増加 させ るのは、建築紛争の火種 をまくこ とに他ならず、私法分野に大

きな負担を強いることとなろ う。 とりわけ、景観 は権利の外縁関係 の規定が困難であるこ

とか ら、個々人間の交渉は成立 しに くく、公法 による制御が最 も安価である。

ただ、現行容積率は市民が最も敏感な形態の予測可能性を高めることを第一義 とは して

いないのも事実であ り、改善の余地がある。

2000年 都市連帯・再生法による新たな地域都市計画プ ラン(PLU)策 定の進むパ リで は、

容積率廃止論があった。 しかし、 これは厳格な形態規制が課 されればもはや容積率による

管理は不要ではないか とい う論理に拠 る。 しか し、い くら形態規制が明確化 されて も、空

間の建て詰ま りの割合を基礎 とした衛生環境の確保等、これまでに蓄積 された知見への参

照源 として容積率は明解であるとの理 由等か ら存続が決 まった とい う経緯がある。

ともあれ、容積率は都市の密度に関す る定量化 された最も分か り易い指標 のひとつであ

り、形態規制 と組み合わせ、かつ機能別の交通発生量等 と連 関させつつ利用 を継続す るの

が妥当であろ う。

4-5.結 言侖=

以上述べてきた様 に、都市居住が惹起す る都市設計的問題の原因は一定程度解明 されて

お り、従って都市設計上の解決策 も提案できなくはない。 しか し、理想都市論を展開す る

のは容易だが、それが実現 しないのはこれ までの経験か ら明 らかである。

最大 の問題は土地所有権に関連する権利調整費用の莫大 さにある。 しかし、これを容積

率の緩和によって克服 しよ うとす る考 え方 は、都市の生態学的環境 も象徴的環境 も破壊す

る。つま り、住まいの持続性 も風土性 も台無 しにして しま う。 これは、マ ンション紛争や

都市型住宅の形式の未確立問題を論 じた本稿で繰 り返 し見てきた通 りである。

寧ろ、まずは都市の持続性や風土性 の観点 に立った上で市民の参画の下に将来の都市像

を描き、それ に向けた形態的規則 を記述 し、それに建設主体を誘 導する税制や補助金 の政

策 を考 えるべ きなのであって、まず規制緩和あ りきの現在の都市再生政策には将来はない。

本稿で も見たが、明解な規制 を課 した方 が、こ と住環境に関 しては紛争を未然 に防止 し、

生態学的に も象徴的にも優れた環境を構築す る可能性 を胚胎 している。

本研究会が実施 してきたのは、学際的アプローチによる 「日本 の住まいの持続性 と風土

性」を明らかにす るとい う基礎的作業であ り、今後それを都市政策形成の基礎的知見 とし
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て社会 に還元 してゆくことが必要 とされていると言えよう。
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